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各種支援（サービス）等利用
（地域にある様々な福祉サービス等を調整や他の専門機関等へのつなぎを行います）

自治体や相談支援事業所はどこ
でも、相談をまずは受け止め、
丁寧に話を聞き、相談の内容を

整理します。
他機関等による支援が適切であ
る場合には、その機関に丁寧に

つなぎます。

︡

計画相談以外であっても相談支援専門員は原則としてケアマネジメントの技法を用いて支援を行います。

כֿ ︡ פּךּ פּ
ךּ ḭ פּ

ṇ ￼
︡ ︣Ḯ

相談は本人のみならず、家族・親
族や地域住民、関係機関等からの

相談も受け付けます。

ṕ Ṗ
例

ṇ ︡ ךּ

①ケアマネジメントを提供することを基本としながら、その過程で（並行して）、
②面談や同行等をしながら、不安の解消や本人が前向きになったり、主体的に取り組む方向に向けた働きかけ等を行う
こと、本人の希望する暮らしのイメージを具体化するための取組等を行います。（エンパワメント・意思決定支援）
③利用者が希望する日常生活を継続するために必要な支援を直接行うこともあります。

כֿ לּ ︢ ḭ ︣ ︡ ṇ ︡ ︣Ḯ

ṇ ︣

定期的な状況等の確認、
プランの検証・見直し等

このプロセスを
繰り返します

3

ḱ



Π ≥ ◓ Πᶮͪ ̉ᴇ ₴ ὕ ᶮͪ ̉ᴇ ₴ ὕ9,976 241,632

Π ₳ 27₴↓ ὡ ѫ ὡ ᾍ

ὡ Ẁ ͜ ὡ ὡЃ ͪ
᷂Ḣ Ẁ ͜ ὡ

ΠӔ͒ӲӘ
ѫ

ὡ ͜ ὑ Ѽ ѫ ̸
ὑ♥ ˗ ѫ ̸
ѫ

ὡ ѫ
˗ ⱳ ꜘ ὑ ͜ ҿẲ

ᾐ ᴣ
35̏ ˲

Π ὃ͠₁ ͡͠ Ж З ͗͡

Π ҋὅ ͠ Ж З ͗͡

▌ӓḌ ѫ 1,864Ӵ̬/ ▌ӓḌ ѫ 1,613Ӵ̬/
▌ӓḌ ѫ 1,764Ӵ̬/ ▌ӓḌ ѫ 1,513Ӵ̬/
▌ӓḌ ѫ 1,672Ӵ̬/ ▌ӓḌ ѫ 1,410Ӵ̬/
▌ӓḌ ѫ 1,622Ӵ̬/ ▌ӓḌ ѫ 1,360Ӵ̬/

ѫ 1,522Ӵ̬/ 732Ӵ̬/
ѫ 1,260Ӵ̬/ 606Ӵ̬/

ѫ 40 ѝ ὑ 40̊ʣ ѝ ὑ

ʺ̑ ᾐ ᴣ қ 100Ӵ̬/
Ҳ ὡ ̱Ѱқ 35Ӵ̬/
ӣ Ѓ ̱Ѱқ 35Ӵ̬/

ὡ ̱Ѱқ 35Ӵ̬/
ʺ̑ ᾐ ᴣ ֗ ӣ ⱳ ὡЃ ᾐ ר

ѫ ̱Ѱ ͔

ѧᶥқ 300Ӵ̬/
ѫ ̸ ѫ ᾍ ὑ ѫ
ḹֻ ͔

ѫ ὑ ѫ Ồ К
ʝὑ ̏ ͑ ḹֻ ͔

ᾱὁ˺ ˗ қ 00Ӵ̬ 300Ӵ̬/
ὡ ѫ ˺ ͪ ᾱὁ˺ ˗ ̔
֕ ὡ ᾦ ╠ ► ̊ʤ

ḹֻ ͔
ѫ Ⱳ Ḹ ͑ ᵂ ̝ ֓қ

ʴ қ 300Ӵ̬/
ὑ ֗ ᾍ ̊Ẇ ̊ʤ ҵ ͔
ᶥ̊ʣ ᾱὁ ᵂ ᵂ

► ̝ σ ̝ σ
͜ σ ̝ ֓қ ̝ ֓қ

Π ҋ ẳ

4



Π ₳ 27₴↓ ὡЃ ѫ ὡЃ ͪ ᾍ

ὡЃ Ẁ ͜ ὡЃ ͪ

Π ҋ ẳΠӔ͒ӲӘ

Π ≥ ◓ ᶮͪ ̉ᴇ ₴ ὕΠᶮͪ ̉ᴇ ₴ ὕ6,421 108,189

ὡЃ ѫ Ҟ
ὡЃ ͜ ̂ ὑ Ѽ ὡЃ ѫ ̸

̂ ὑ♥ ˗ ὡЃ ѫ ̸
ὡЃ ѫ Ҟ
ὡЃ ѫ

˗ ⱳ ꜘ ̂ ὑ ͜ ҿẲ

ᾐ ᴣ
35̏ ˲

Π ὃ͠₁ ͡͠ Ж З ͗͡

Π ҋὅ ͠ Ж З ͗͡

▌ӓḌ ὡЃ ѫ Ҟ 2,027Ӵ̬/ ▌ӓḌ ὡЃ ѫ Ҟ 1,724Ӵ̬/
▌ӓḌ ὡЃ ѫ Ҟ 1,927Ӵ̬/ ▌ӓḌ ὡЃ ѫ 1,624Ӵ̬/
▌ӓḌ ὡЃ ѫ Ҟ 1,842Ӵ̬/ ▌ӓḌ ὡЃ ѫ Ҟ 1,527Ӵ̬/
▌ӓḌ ὡЃ ѫ Ҟ 1,792Ӵ̬/ ▌ӓḌ ὡЃ ѫ 1,476Ӵ̬/

ὡЃ ѫ 1,692Ӵ̬/ 815Ӵ̬/
ὡЃ ѫ Ҟ 1,376Ӵ̬/ 662Ӵ̬/

ѫ 40 ѝ ὑ 40̊ʣ ѝ ὑ

ѧᶥқ 500Ӵ̬/
ὡЃ ѫ ̸ ὡЃ ᾍ ͪ ᾍ

ὑ ὡЃ ѫ Ҟ ḹֻ ͔
ѫ ὑ ѫ Ồ К

ʝὑ ̏ ͑ ḹֻ ͔

ͪ қ 00Ӵ̬ 300Ӵ̬/
ὡ ѫ ͪ ᾛἶ ѩ ἶ ̔ ֕
ὡ ᾦ ╠ ► ̊ʤ
ḹֻ ͔

ѫ Ⱳ Ḹ ͑ ᵂ ̝ ֓қ

ʴ қ 300Ӵ̬/
ὑ ֗ ᾍ ̊Ẇ ̊ʤ ҵ ͔
ᶥ̊ʣ ᾱὁ ᵂ ᵂ

► ̝ σ ̝ σ
͜ σ ̝ ֓қ ̝ ֓қ

ʺ̑ ᾐ ᴣ қ 100Ӵ̬/
Ҳ ὡ ̱Ѱқ 35Ӵ̬/
ӣ Ѓ ̱Ѱқ 35Ӵ̬/

ὡ ̱Ѱқ 35Ӵ̬/
ʺ̑ ᾐ ᴣ ֗ ӣ ⱳ ὡЃ ᾐ ר

ѫ ̱Ѱ ͔

5



425 1.6%

R2:22.0 R3:22.8 R4:23.1

2,457 

7,639 

14,668 

19,860 
21,947 

23,878 
27,181 

30,718 

35,808 

39,980 
42,514 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

13,550 

41,791 

79,310 

105,918 
117,060 

126,774 
146,926 

172,955 

198,319 
213,046 

224,356 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

1,698 

3,450 

5,153 

6,516 
7,132 

7,599 
8,048 

8,537 
8,997 9,364 

9,731 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

計画相談支援の現状

15,111 
15,233 15,412 15,625 15,624 15,696 15,417 

14,801 
15,047 15,638 

15,791 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

/

6



171 0.6%
2.5%

R2:12.1 R3:12.9 R4:13.4

:

361 
1,479 

3,100 

5,257 
6,621 

7,913 

9,565 

11,118 

12,983 

15,378 

17,098 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

1,961 
8,050 

16,617 

26,843 
33,740 

40,226 

48,458 
55,515 

64,070 

73,163 

81,009 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

386 

1,143 

2,038 

2,993 
3,570 

4,043 
4,464 

4,862 
5,285 

5,652 
6,035 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

障害児相談支援の現状

15,341 15,311 15,546 
16,320 16,353 16,393 16,449 16,689 16,887 

17,516 17,589 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

1人/月当たりの費用（円）

7



ḭ

論点１ 質の高い相談支援を提供するための充実・強化について

論点２ 医療等の多様なニーズへの対応について

論点３ 相談支援人材の確保及びICTの活用等について
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ṥ ểṦ ךּ ︣ ḱ ךּ

○ 計画相談支援・障害児相談支援は、障害者等の希望を踏まえ必要なサービスの利用を支援するための計画の
作成やモニタリングを実施するとともに、生活する上での課題に関する相談や情報提供等の支援を行うもので
あり、障害者等が希望する生活を支える重要な役割を担っている。

○ 計画相談支援・障害児相談支援に関する報酬については、令和３年度報酬改定において、
・基本報酬として一定の人員体制や質を確保する事業所に対して「機能強化型」の報酬区分を設けるとともに
・従来評価されていなかった計画策定月・モニタリング月以外の一定の業務を報酬上評価する
など、その充実を図った。

○ 一方、相談支援の利用者数、事業所数、相談支援専門員数ともに増加傾向にあるものの、相談支援専門員に
ついて、その人員の不足や更なる資質の向上を求める声がある。
また、相談支援事業者以外の者が作成するセルフプラン（※）の割合は地域ごとに大きくばらつきがあり、本人
や障害児の保護者が希望しない場合もセルフプランとなっている場合がある。
相談支援のモニタリング期間については、市町村が、相談支援専門員の提案を踏まえつつ、対象者の状況に
応じて柔軟に適切な期間を設定することとしているが、一部の市町村では柔軟なモニタリング期間の設定がな
されていない状況がある。
※ 身近な地域に相談支援事業者がない場合又は本人若しくは障害児の保護者が希望する場合において、指定特定・障害児相談支援事業者以外の者

がサービス等利用計画案を作成するもの。

○ 令和４年６月の障害者部会報告書において、相談支援専門員のサービス提供事業者等からの独立性・客観性
を確保する方策について検討すべき旨が指摘されているとともに、あわせて、相談支援の報酬が不十分であり、
相談支援事業による独立した運営が困難との声がある。
さらに、地域づくりや人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う主任相談支援専門員につ
いて、平成30年度から研修カリキュラムを設けて配置を促進しているものの、基幹相談支援センターや相談支
援事業所への配置は低調にとどまっている。

ḱ
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ṥ ểṦ ךּ ︣ ḱ ךּ

○ なお、令和４年障害者総合支援法改正により、令和６年４月１日から以下の内容が施行予定。
・基幹相談支援センターについて、市町村における設置の努力義務化を図るとともに、地域の相談支援事業者
に対する相談助言等の業務や地域の関係機関の連携の緊密化を促進する業務を法律上明記

・（自立支援）協議会において、個別の支援事例について情報共有することを法律上明記するとともに、協議
会の参加者に対する守秘義務等を設ける

ḱ ṕ Ṗקּ

10



ṥ ểṦ ךּ ︣ ḱ ךּ

（質の高い相談支援の提供のための基本報酬の見直し）
○ 支援の質の高い相談支援事業所の整備を推進するため、一定の人員体制や質を確保する事業所向けの機能
強化型の基本報酬の見直しを検討してはどうか。

〇 具体的には、地域の相談支援体制強化の取組として、障害者総合支援法に規定する協議会（以下「協議
会」という。）の構成員として定期的に参画すること等や基幹相談支援センターの取組に協力した場合の評
価について検討してはどうか。

○ あわせて、複数事業所が協働で体制を確保することにより機能強化型の基本報酬が算定できる場合の要件
について、現行の地域生活支援拠点等に位置づけられている相談支援事業所である場合に加えて、地域生活
支援拠点等と連携し、かつ、協議会の構成員となっている相談支援事業所である場合についても、対象に加
えることを検討してはどうか。
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ṥ ểṦ ךּ ︣ ḱ ךּ

（質の高い相談支援を提供するための各種加算の見直し）
○ ｢主任相談支援専門員配置加算｣について、地域の相談支援の中核的な役割を担っている相談支援事業所に
おいて、主任相談支援専門員が地域の相談支援事業の従事者に対する助言指導等を担っている場合の評価に
ついて検討してはどうか。

○ 令和４年障害者総合支援法改正に盛り込まれた、協議会における個別事例の検討を通じた地域の支援体制
の整備を推進するため、「地域体制強化共同支援加算」について、現行の地域生活支援拠点等に位置づけら
れている相談支援事業所である場合に加えて、地域生活支援拠点等と連携し、かつ、協議会の構成員となっ
ている相談支援事業所である場合についても、対象に加えることを検討してはどうか。

（適切な相談支援の実施）
○ 市町村毎のセルフプラン率やモニタリング期間の設定状況について、国が公表し、見える化することを検
討してはどうか。さらに、自治体による障害福祉計画に基づく計画的な相談支援専門員の養成や、市町村に
おける対象者の状況に応じた柔軟なモニタリング期間の設定を促す方策について検討してはどうか。

※ 第７期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画（令和６～８年度）に係る国の基本指針において、相談支援専門員について、都道府県が市町村
における必要数を把握した上で計画的に養成することとしている。

ṕ Ṗקּ
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ṥ ểṦ ךּ ︣ ḱ ךּ

○ また、モニタリング期間について、地域移行に向けた意思決定支援の推進やライフステージの変化が著し
い児童期の特性の観点から、現在、モニタリング期間を標準より短い期間で設定することが望ましい場合と
して、新たに以下を追加することを検討してはどうか。
・障害者支援施設又はグループホームを利用している者で、地域移行や一人暮らし等に係る意思が明確化す
る前の段階にあって、居住の場の選択について丁寧な意思決定支援を行う必要がある者

・重度の障害を有する等により、意思決定支援のために頻回な関わりが必要となる者
・進学や就労をはじめとしたライフステージの移行期にある障害児や、複数の事業所を利用する等により発
達支援や家族支援に係る連絡調整等が頻回に必要な障害児

○ あわせて、対象者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成する観点から、指定
基準において、各サービスの個別支援計画について、相談支援事業所への情報提供を義務化することを検討
してはどうか。

ṕ Ṗקּ
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相談支援事業名等 配置される人員 業務内容 実施状況等

基幹相談支援センター 定めなし

《地活要綱例示》
主任相談支援専門員
相談支援専門員
社会福祉士
精神保健福祉士
保健師 等

¸ 総合的・専門的な相談の実施

（基幹相談支援センター機能強化事業）

¸ 地域の相談支援体制強化の取組
・地域の相談事業者への専門的な助言等
・人材育成
・地域の相談機関との連携強化
・事例の検証

¸ 地域移行・地域定着の促進の取組

※権利擁護・虐待防止(虐待防止センターの受託)

■1,741市町村中
778市町村 (R2.4) 45％
873市町村 (R3.4) 50％
928市町村 (R4.4) 53％

※箇所数は1,156ヶ所(R4.4)

障害者相談支援事業

実施主体：市町村
→指定特定相談支援事業者、
指定一般相談支援事業者への
委託可

定めなし ¸ 福祉サービスの利用援助（情報提供、
相談等）

¸ 社会資源を活用するための支援（各種
支援施策に関する助言・指導）

¸ 社会生活力を高めるための支援
¸ ピアカウンセリング
¸ 権利擁護のために必要な援助
¸ 専門機関の紹介 等

■全部又は一部を委託
1,575市町村（91%）

■単独市町村で実施
1,046市町村（60%）

※R4.4時点
※全市町村が実施

(地域生活支援事業必須事業)

指定特定相談支援事業所
指定障害児相談支援事業所

専従の相談支援専門員
（業務に支障なければ兼
務可）、管理者

¸ 基本相談支援
¸ 計画相談支援等

・サービス利用支援、
・継続サービス利用支援

※機能強化型報酬を算定する場合は24時間対応及
び困難事例への対応等を行う場合あり

■ 10,563ヶ所 (R2.4) 23,729人
11,050ヶ所 (R3.4) 25,067人
11,472ヶ所 (R4.4) 26,028人

※障害者相談支援事業受託事業所数
2,152ヶ所(19%)

指定一般相談支援事業所 専従の指定地域移行支援
従事者(兼務可）、うち
１以上は相談支援専門員、
管理者

¸ 基本相談支援
¸ 地域相談支援等

・地域移行支援
・地域定着支援

■ 3,551ヶ所 (R2.4)
3,543ヶ所 (R3.4)
3,671ヶ所 (R4.4)

（相談支援事業実態調査）

現行の相談支援体制の概略 （論点１参考資料①）
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（論点１参考資料② ）
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2,529 
3,690 

5,975 6,617 6,999 7,434 7,995 8,363 8,893 9,320 

2,735 2,913 2,843 2,907 2,851 

4,561 
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2,523 
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8,915 
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0

5,000

10,000
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20,000

25,000

30,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4
※ 23 4 1
※ 23 4 1

※

H29 H30 H31 R2 R3

13,845 12,781 8,586 5,055 5,688 45,955

5,970 6,831 6,309 2,377 6,281 27,768

（論点１参考資料③ ）
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出典：障害福祉サービス等報酬改定検証調査結果（令和４年度調査）

（論点１参考資料④）
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ṕ Ḳ
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[n=577] [n=130] [n=422]

相談支援事業所の事業実施にあたっての課題は、「相談支援業務に従事する人材の確保に課題があ
る」が59.8%、「事業の運営費の確保に課題がある」が53.4%等となっている。

ᶫ 545 ᵒ˗ ὕ ᶥ
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令和３年度報酬改定「質の高い相談支援を提供するための報酬体系の見直し」
（論点１参考資料⑤）
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機能強化型基本報酬

○令和３年報酬改定により、 し、 する。
○従来の特定事業所加算（Ⅱ）及び（Ⅳ）については平成33年度までの経過的措置としていたが、これに該当する段階を継続。
※特定事業所加算Ⅱが機能強化Ⅰ、特定事業所加算Ⅲが機能強化Ⅱ、特定事業所加算Ⅳが機能強化Ⅲに相当。

○常勤専従職員の配置を更に促進するため、従来より要件緩和した報酬区分を創設（機能強化Ⅳ）。
○従来の特定事業所加算（Ⅰ）の要件である主任相談支援専門員については主任相談支援専門員配置加算として配置を独立した要件
として評価。

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

(1)-①専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を４名以上配置し、その内１名が現任研修修了者であること。 ○ － － －

(1)-②専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を３名以上配置し、その内１名が現任研修修了者であること。 － ○ － －

(1)-③専ら指定計画相談支援の提供に当たる常勤の相談支援専門員を２名以上配置し、その内１名が現任研修修了者であること。 － － ○ －

(1)-④専ら指定計画相談支援の提供に当たる相談支援専門員を２名以上配置し、その内１名が常勤かつ現任研修修了者であるこ
と。

－ － － ○

(2) 24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。 ○ ○ － －

(3)-①利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。 ○ ○ ○ ○

(3)-②新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、現任研修修了者の同行による研修を実施していること ○ ○ ○ ○

(3)-③基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定計画
相談支援を提供していること

○ ○ ○ ○

(3)-④基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること ○ ○ ○ ○

(4) 計画相談支援と障害児相談支援の一月当たりの取扱件数が４０件未満であること ○ ○ ○ ○

※相談支援専門員については、同一敷地内にある指定一般相談支援、指定障害児相談支援、指定自立生活援助の各業務を兼務した場合でも常勤専従とみなす。
※機能強化型Ⅰ～Ⅲにおける常勤専従者の内１名（現任研修修了者１名を除く）は、業務に支障がない場合については同一敷地内における他事業の兼務を可とする。
※現任研修修了者とある箇所については、主任相談支援専門員であっても可である。

Ẇ ṕ ḭ Ṗ

（論点１参考資料⑥）
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計画相談支援・障害児相談支援の基本報酬の届出状況等

機能強化型（Ⅰ）

3.6%

機能強化型（Ⅱ）

3.1%
機能強化型（Ⅲ）

10.3%

機能強化型（Ⅳ）

4.5%

機能強化型ではない

73.8%

無回答

4.7%

556 ḱ

機能強化型の要件を満たし、届出する

予定（具体的な準備を進めている）

5.7%

届出したいが、具体的な準

備等はしていない

27.3%

届出はしない

65.3%

無回答

1.7%

558

全体 [n=641] 機能強化型ではない

[n=473]

行っている

8.0%

行っていない

92.0%

562 ṇ וֹףּ

機能強化型届出 [n=138]

出典：障害福祉サービス等報酬改定検証調査結果（令和４年度調査）

（論点１参考資料⑦）
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10,563 
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11,472 

0
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H29 H30 H31 R2 R3 R4

事業所数と常勤専従職員の配置状況の推移

１人 ２人 ３人 ４人以上 常勤専従配置なし 総事業所数

相談支援事業所の人員体制について

36%

35%

36%

36%

38%

43%

12%

12%

12%

12%

12%

14%

6%

5%

5%

5%

5%

6%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

42%

42%

43%

43%

41%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R4

R3

R2

H31

H30

H29

常勤専従職員の配置状況

１人 ２人 ３人 ４人以上 常勤専従配置なし

※出典：障害者相談支援事業実施状況調査

（論点１参考資料⑧）

21



○ 意思決定支援への配慮、高齢障害者への対応やサービス等利用計画の質の向上、障害福祉サービス支給決定の適正化等を図り、質

の高いケアマネジメントを含む地域を基盤としたソーシャルワークを実践できる相談支援専門員を養成するため、

אל ︡ Ḯ

○ 実践力の高い相談支援専門員養成のために、実践の積み重ねを行いながらスキルアップできるよう、現任研修の受講にあたり、相

談支援に関する (ẑể)を追加⁹（※経過措置：旧カリキュラム修了者の初回の受講時は従前の例による。）

○ さらに、地域づくり、人材育成、困難事例への対応など地域の中核的な役割を担う専門職を育成するとともに、相談支援専門員の

キャリアパスを明確にし、目指すべき将来像及びやりがいをもって長期に働ける環境を整えるため、 。

︡

障害者の保健・
医療・福祉・就
労・教育の分野
における直接支
援・相談支援な
どの業務におけ
る実務経験
（３～１０年）

קּ קּ
︡

初任者研修
ṥ42.5h Ṧ

講義・演習
・実習

専門コース別研修（任意研修）
※今後カリキュラム改定や一部必須化及び主任研修受講の要件化について検討

ṥ 30h Ṧ 講義・演習 ︡

５年毎に現任研修を修了
ṥ

ẑểṦ

相談支援従事者現任研修
ṥ24h Ṧ 講義・演習

︡

ẑể

① 過去５年間に２年以上の相談支援の実務経験がある。
② 現に相談支援業務に従事している。

ただし、初任者研修修了後、初回の現任研修の受講にあたっては、必ず①の要件を満た
す必要がある。

３年以上の実務経験

※主任研修を修了した場合、
現任研修を修了したものとみなす。

●指定地域相談支援の事業の
人員及び運営に関する基準
（平成二四・三・一三厚労令
二七）
●指定計画相談支援の事業の
人員及び運営に関する基準
（平成二四・三・一三厚労令
二八）
●指定障害児相談支援の事業
の人員及び運営に関する基準
（平成二四・三・一三厚労令
二九）

（従業者）

一般（特定・障害児）相談支
援事業所ごとに専らその職務
に従事する相談支援専門員を
置かなければならない。

●指定地域相談支援の提供に当たる者として
厚生労働大臣が定めるもの（令和元・九・一
〇厚労告一一三）
●指定計画相談支援の提供に当たる者として
厚生労働大臣が定めるもの（平成二四・三・
三〇厚労告二二七）
●指定障害児相談支援の提供に当たる者とし
て厚生労働大臣が定めるもの（平成二四・
三・三〇厚労告二二五）

（論点１参考資料⑨）
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主任相談支援専門員その他専門性を要する職員の配置

156 147 

219 
396 

782 792 
366 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

H30 H31 R2 R3 R4

修
了
者
数

相談支援従事者主任研修の修了者数（経年比較）

H30～R4年度修了者数合計：2,492
R4は速報値

出典：障害者相談支援事業実施状況調査

（論点１参考資料⑩）
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28.4 

22.5 

60.1 

40.6 

58.7 

1.9 

19.0 

10.6 

20.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

主任相談支援専門員配置加算

行動障害支援体制加算

要医療児者支援体制加算

精神障害者支援体制加算

図表566 各種加算の届出状況〔複数回答〕

全体 [n=641]

機能強化型届出 [n=138]

機能強化型ではない [n=473]

出典：障害福祉サービス等報酬改定検証調査結果（令和４年度調査） 23



質の高い相談支援を提供するための各種加算 （論点１参考資料⑪）

24

加算名 内 容 単位数

地域体制強化共同支援加算
地域生活支援拠点等である相談支援事業所の相談支援専門員が、支援困難事例等
についての課題検討を通じ、情報共有等を行い、他の福祉サービス等の事業者と
共同で対応し、協議会に報告した場合

2000単位／月

主任相談支援専門員配置加算
常勤専従の主任相談支援専門員を配置し、従業者等の資質向上のための研修を実
施する体制を確保した場合

100単位／月

行動障害支援体制加算
強度行動障害支援養成研修（実践研修）等の修了した常勤の相談支援専門員を配
置し、その旨公表する場合

35単位／月

要医療児者支援体制加算
医療的ケア児等コーディネーター養成研修等の修了した常勤の相談支援専門員を
配置し、その旨公表する場合

35単位／月

精神障害者支援体制加算
精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修等の修了した常勤の相談支援専
門員を配置し、その旨公表する場合

35単位／月

利用者１

主任相談支援専門員
配置加算

行動障害支援体制
加算

基本報酬

利用者２

主任相談支援専門員
配置加算

行動障害支援体制
加算

基本報酬

利用者３

主任相談支援専門員
配置加算

行動障害支援体制
加算

基本報酬

利用者３５

主任相談支援専門員
配置加算

行動障害支援体制
加算

基本報酬

※ Ṗ ︡ḭ וֹ 35צּ

ê

35

נּ
︣

※地域体制強化共同支援加算を除く上記加算は、体制を評価する加算であり、体制加算が算定可能な月のすべての
基本報酬の請求についてその件数毎に加算されるもの。
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（論点１参考資料⑫ ）
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モニタリング実施標準期間の適用時期

○ 平成30年度報酬改定において新たに示したモニタリング実施標準期間の適用時期については、以下のとおり。

ễỂ Ṍ ễể Ṍ

新規サービス利用者 １月間
※利用開始から３月のみ

１月間
※利用開始から３月のみ

在
宅
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

障
害
児
通
所
支
援

等

集中的支援が必要な者 １月間 １月間

【新サービス】
就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型
共同生活援助

－ ễ

居宅介護、行動援護、同行援護、
重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、自立訓練

６月間 ６月間 ễ

生活介護、就労継続支援、共同生活援助（日中支援
型を除く）、地域移行支援、地域定着支援、障害児
通所支援

６月間 ６月間

Ỉ
ẑ65

וֹ
ךּ ךּ ễ

【施設入所等】障害者支援施設、のぞみの園、療養介護入
所者、重度障害者等包括支援

１年間 Ỉ

※ 現に計画作成済みの対象者については、各見直し時期以降に計画再作成（又は変更）を行うまでは、なお従前の例による。

（論点１参考資料⑬ ）
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（論点１参考資料⑭）
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38 

QA Q&A （論点１参考資料⑮）
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ḱ

出典：障害福祉サービス等報酬改定検証調査結果（令和４年度調査）

（論点１参考資料⑯）

相談支援事業所に対して、市町村のモニタリング頻度の決定について感じることを調査した結果、
「モニタリング頻度の提案を勘案してくれる」が63.3%、「どちらとも言えない」が23.1%、「実施
標準期間に沿って一律の決定をしようとする」が12.3%となっている。

63.3 

65.9 
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13.0 
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19.6 
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[n=641]
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[n=473]

ᶫ 550 ↓ ὑ
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ѩ

ǵ
Ẁ

Ή
ѩ

ǵ
ԍ

ȳ

ɑ
ȷ

ѫ

ǵ
Ẁ

※

必要に応じて、医療の必
要性や職業能力の程度な
どについて、

。

（論点１参考資料⑰ ）
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○ 基幹相談支援センターは、相談支援に関する業務を総合的に行うことを目的とする施設として、平成24年から法律で位置づけられたが、設置市町村

は半数程度にとどまっている。

○ 障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等の整備を平成27年から推進し

てきたが、約５割の市町村での整備に留まっている。※令和３年４月時点整備状況(全1741市町村) 地域生活支援拠点等:921 市町村(53％),基幹相談支援センター:873 市町村(50％)

○ 市町村では、精神保健に関する課題が、子育て、介護、困窮者支援等、分野を超えて顕在化している状況。また、精神保健に関する課題は、複雑多

様化しており、対応に困難を抱えている事例もある。 ※自殺、ひきこもり、虐待等

○ ṇ ךּ ḭ ︡ ḱ ḭ ︣ וֹ 。

○ וֹ ḭ ︣ וֹ 。

○ Ṅ ךּ ︣ כֿ ︣ ḭ ︣

︣ וֹ 。

○ צּ ︣ ︣ ךּ ḭ פּ נּ ṕẑṖ קּ לּ ︣ ḭֿכ

︢ ︣ כֿ ︣ Ḯ ḭ ︡ ḭ נּ

︣ ︣ ︣ 。 ※ 具体的には厚生労働省令で定める予定。

現状・課題

守秘義務を設ける

ḱ ︣ נּ

見直し内容

本人・家族等の支援に向けた体制整備のイメージ

ṕ ḱ Ṗ

ṇ ṇ ṇ
ṇ

整備を努力義務化

日常的な相談 日常的な支援

ṕ ḱ Ṗ

設置を努力義務化

ḱ

サービス等利
用計画策定等

（論点１参考資料⑱）
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○ 障害児者の地域生活を支えていくためには、本人の希望に応じた暮らしを実現する観点から、本人の多様
なニーズに応じて、保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが総合的かつ効果的に提供されるよう、
様々な機関との連携が求められる。

○ 特に、健康面で課題を抱える障害児者を支えていくためには、福祉と医療の両面からの支援・マネジメン
トが重要であり、現行報酬上、医療機関等と連携して情報収集しつつ計画を作成した場合や入退院時に医療
機関と情報連携した場合に加算により評価する仕組みが設けられているが、相談支援専門員がより効果的な
受診援助の役割を担うことができる仕組みや、医療と福祉双方の従事者の相互理解の促進に基づく有機的な
多職種連携の推進が必要との意見がある。

○ また、令和４年６月の障害者部会報告において、
・ 精神障害者等の疾病の状態が障害に影響する者、強度行動障害や高次脳機能障害を有する者等、本人が
医療との関わりを必要とする場合等について、利用者の適切な支援に求められる連携を更に促進する方策
等について検討すべき

・ また、支給決定に際して市町村に提出された、かかりつけ医等が作成した医師意見書をサービス等利用
計画案作成に際しても活用することの促進も必要

とされている。

ṥ ỄṦ ṇ ךּ

ḱ

32



（医療等の多機関連携のための加算の見直し）
○ 医療等の多機関連携のための各種加算について、多機関連携の推進や業務負担を適切に評価する観点から、
加算の対象となる場面や業務、算定回数などの評価の見直しを検討してはどうか。

○ 具体的には、
・ 「医療・保育・教育機関等連携加算」について、モニタリング時においても評価することを検討してはど
うか。

・ 「医療・保育・教育機関等連携加算」及び「集中支援加算」について、利用者の通院への同行や関係機関
等からの求めに応じて障害者等の状況を情報提供する場合も加算の対象とすることや、連携の対象に訪問看
護の事業所を加えることや、算定回数などの評価の見直しを検討してはどうか。

・ 上記以外の関係機関への訪問や情報提供等を評価する各種加算についても、関係機関への訪問による本人
の状況説明や各種調整に伴う業務負担を踏まえ、評価の見直しを検討してはどうか。

加算名 内 容 単位数 ※

医療・保育・教育機関等連携加算 計画作成月において、医療機関、保育、教育機関等から情報収集を行い計画を作成した場合 100単位／月

集中支援加算
基本報酬算定月以外に、①月２回以上の訪問による面接、②サービス担当者会議の開催、③他機
関の主催する利用者の支援に係る会議に参加した場合

各300単位／月

入院時情報連携加算
利用者の入院時に利用者情報を入院先の病院等に提供した場合
①入院先の病院等を訪問、②文書による情報提供

①200単位／月
②100単位／月

退院・退所加算 利用者の退院・退所時に退所施設等から情報収集を行い計画作成した場合 200単位／回

居宅介護事業所等連携加算
介護保険の利用や就職等に伴い、①月２回以上の訪問による面接、②他機関の主催する利用者の
支援に係る会議に参加した場合、③文書による情報提供を行った場合

①②各200単位／月
③100単位／月

保育・教育等移行支援加算
保育所や就学、就職等に伴い、①月２回以上の訪問による面接、②他機関の主催する利用者の支
援に係る会議に参加した場合、③文書による情報提供を行った場合

①②各200単位／月
③100単位／月

（参考）多機関連携に係る各種加算

ṥ ỄṦ ṇ ךּ

33※ 利用者一人につき支援内容の区分毎に月１回が算定上限（入院時情報連携加算は①又は②いずれかを算定可。退院・退所加算は月３回が上限。）



（医療との連携のための仕組み）
○ 支給決定に際して市町村に提出された医師意見書について、本人の同意を得た上で、相談支援事業所がサー
ビス等利用計画案・障害児支援利用計画案の作成に活用できる旨、周知することを検討してはどうか。

※ 令和５年度障害者総合福祉推進事業において、医療と福祉の連携ツールとして情報提供の際活用できる様
式を策定するとともに、地域における医療と福祉の連携の取組の好事例把握を実施しており、今後、自治体
や相談支援事業者に成果物について周知予定。

（高い専門性が求められる者の支援体制）
○ 「要医療児者支援体制加算」等について、実際に医療的ケアを必要とする障害児者等に対して相談支援を
行っている事業所について、それ以外の事業所と差を設け、メリハリのある評価とすることを検討してはどう
か。

ṕ Ṗקּ

ṥ ỄṦ ṇ ךּ
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計画相談支援事業者は、適切な相談支援が提供するため他機関との連携を図るよう努めることや、その上での具体的

な業務上の責務が定められている。障害福祉分野では利用者のニーズや心身の状況、ライフステージ等により連携を

求められる機関等が多様であることから、保健医療のみならず多様な分野との連携について責務が課されている。

３ 指定計画相談支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、
ḭ ḭ ḭ ḭ ṇ （以下「福祉サービス等」という。）が、多様な事業者から、総合的かつ効率

的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

５ 指定特定相談支援事業者は、市町村、障害福祉サービス事業を行う者、指定居宅介護支援事業者（介護保険法（平成九年法
律第百二十三号）第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。）、指定介護予防支援事業者（介護保険法第
五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。）その他の関係者との連携を図り、地域において必要な社会資源
の改善及び開発に努めなければならない。

︣ ṕ Ễ Ṗ

（ ṇ ）

十一 相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定を踏まえてサービス等利用計画案の変更を行い、指定障害福祉
サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連絡調整等を行うとともに、サービス担当者会議（相談支援専
門員がサービス等利用計画の作成のために当該変更を行ったサービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者
（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催等により、当該サービス等利
用計画案の内容について説明を行うととともに、担当者から、専門的な見地からの意見を求めなければならない。

（ ṇ ）

十三 相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計画を利用者等及び担当者に交付しなけ
ればならない。

ṕ ểệ Ễ Ṗ

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準）

（論点２参考資料①）
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（自立支援）協議会や重層的支援会議等の活用、
地域の事業所の連絡会等への参加等

Ẇ

サービス等利用計画、個別支援計画、

各機関の作成する支援計画等

Ẇ צּ ︣

Ẇ

︣ ḱ

サービス担当者会議の開催と必要な関

係機関等への参画依頼

障害福祉サービス事業所等の個別支援

会議や医療機関の実施するカンファレ

ンス等への参画

オンラインの利活用も可能

וֹףּ וֹףּ

ṇ
וֹ

Ẇ

一覧できるリスト化する等により、地

域の関係機関を把握。

Ẇ נּ שּ

地域の関係機関を単に把握するだけで

なく、連携の核となる担当者や相手方

の特長等について理解するほか、可能

な限り顔の見える関係構築を図る。

Ẇ

וֹ

本人・家族や相談支援事業所のみなら

ず、各分野の関係機関や関係者、地域

の関係者も参画した協議や課題解決に

向けた具体的な取組の実施。

関係者が一堂に会することは

情報連携、支援の検討どちら

にも重要

相談支援専門員は保健、医療、福祉、就労支援、教育等の機関や事業者との連携を図る必要がある。そのため
には、個別の利用者の支援における連携のほか、その連携を可能とするような地域の基盤構築にも取り組む必
要がある。

（論点２参考資料②）
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Ẇ
入院時に医療機関が求める利用者
の情報を医療機関に提供した場合
（Ⅰ）訪問 （Ⅱ）文書等

Ẇ ể Ẇ Ễ
退院困難な患者を抽出し、早急に本人・家族と面談、カンファレンス
を実施した場合

Ẇ ṕⅠṖ
患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保
健福祉サービスに必要な情報を提供した場合（退院日の前後２週間）
介護支援等連携指導料を算定した場合は算定不可。

相談支援

Ẇ ※Ｒ３年度報酬改定で新設

【計画作成時・モニタリング時以外】

障害福祉サービス等の利用に関して、以下の
支援を行った場合（①～③について各々月１
回算定可）
①月２回以上の居宅等への訪問による面談
②サービス担当者会議の開催
③他機関の主催する利用者の支援についての
検討を行う会議への参加

Ẇ ḱ 【計画作成時】

退院退所時に、医療機関等の多職種からの情
報収集や医療機関等における退院・退所時の
カンファレンスへの参加を行った上で、サー
ビス等利用計画を作成した場合

Ẇ ḱ ḱ
【計画作成時】

障害福祉サービス等以外の医療機関、保育機
関等の職員と面談を行い、必要な情報提供を
受け協議等を行った上で、サービス等利用計
画を作成した場合

障害福祉サービス等報酬
（計画相談支援・障害児相談支援）

診療報酬（医療機関）

Ẇ
患者の同意を得て、医師等が相談支援専門員等と共同して患者の心身
の状況等を踏まえて導入が望ましい障害福祉サービス等や退院後に利
用可能な障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合

（論点２参考資料③）

入退院時に医療機関と福祉事業者の情報連携（文書等による情報の提供、収集）や協働による支援の検討（カンファ

レンスの開催や参加）等の連携を推進するため、当該業務について相互に報酬上評価を行っている。
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:

（論点２参考資料④ ）

200 / 1.7%

100 / 1.0%

200 / 0.8%

300 / 0.8%

100 / 0.8%

100 / 1.8%

300 / 21.7%

200 / 0.1%

100 / 0.0%

200 / 0.1%

300 / 0.3%

100 / 0.2%

100 / 3.4%

300 / 9.8%
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70.1

57.9

95.6

27.1

40.2

2.7

2.8

1.9

1.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

行動障害支援体制加算 [n=177]

要医療児者支援体制加算 [n=107]

精神障害者支援体制加算 [n=183]

図表567～569 利用者の有無（加算の届出事業所における）

いる いない 無回答
※利用者については以下の基準としている。
行動障害支援体制加算 ：行動援護スコアの点数が10点以上の者
要医療児者支援体制加算：医療的ケアスコアの点数が16点以上の者
精神障害者支援体制加算：精神障害者保健福祉手帳の所持者または自立支援医療（精神）の受給者

（論点２参考資料⑤）

出典：障害福祉サービス等報酬改定検証調査結果（令和４年度調査） 39

27.5 

16.7 

28.4 

60.1 

40.6 

58.7 

19.0 

10.6 

20.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

行動障害支援体制加算

要医療児者支援体制加算

精神障害者支援体制加算

図表566 各種加算の届出状況〔複数回答〕

全体 [n=641]

機能強化型届出 [n=138]

機能強化型ではない [n=473]

︣ ︣ ︣
ṕ ḱ Ṗ



質の高い相談支援を提供するための各種加算

40

加算名 内 容 単位数

地域体制強化共同支援加算
地域生活支援拠点等である相談支援事業所の相談支援専門員が、支援困難事例等
についての課題検討を通じ、情報共有等を行い、他の福祉サービス等の事業者と
共同で対応し、協議会に報告した場合

2000単位／月

主任相談支援専門員配置加算
常勤専従の主任相談支援専門員を配置し、従業者等の資質向上のための研修を実
施する体制を確保した場合

100単位／月

行動障害支援体制加算
強度行動障害支援養成研修（実践研修）等の修了した常勤の相談支援専門員を配
置し、その旨公表する場合

35単位／月

要医療児者支援体制加算
医療的ケア児等コーディネーター養成研修等の修了した常勤の相談支援専門員を
配置し、その旨公表する場合

35単位／月

精神障害者支援体制加算
精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修等の修了した常勤の相談支援専
門員を配置し、その旨公表する場合

35単位／月

利用者１

主任相談支援専門員
配置加算

行動障害支援体制
加算

基本報酬

利用者２

主任相談支援専門員
配置加算

行動障害支援体制
加算

基本報酬

利用者３

主任相談支援専門員
配置加算

行動障害支援体制
加算

基本報酬

利用者３５

主任相談支援専門員
配置加算

行動障害支援体制
加算

基本報酬

※ Ṗ ︡ḭ וֹ 35צּ

ê

35

נּ
︣

※地域体制強化共同支援加算を除く上記加算は、体制を評価する加算であり、体制加算が算定可能な月のすべての
基本報酬の請求についてその件数毎に加算されるもの。

再 掲 （論点２参考資料⑥）



85.8%

27.5%

28.8%

15.9%

58.4%

10.7%

12.9%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=233)

令和２年度障害者総合福祉推進事業「在宅障害者の受診援助及び福祉関係者の医療機関との連携に関する実態調査」（三菱USJリサーチ＆コンサルティング）

Ẍ צּ ךּ ӷ

ӷ ךּ

63.5% 33.5% 3.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=367)

63.1%

81.5%

35.6%
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Ẍ צּ ךּ ṕ Ṗ

相談支援事業所が障害児者の医療機関受診について、連携を

行っている医療機関があるかどうかの状況は、あるが６割強

(63.5 ％)、ないが３割強(33.5 ％)となっている。

連携をしている診療科（次頁参照）としては、精神科が最も

多く(75.5 ％)、次いで内科となっている。

具体的な連携の内容としては、受診する障害児者についての

情報提供が最も多く(81.5 ％)、サービスについての相談

(63.1 ％)、入退院時の支援(49.4 ％)と続いている。

また、医療機関内のどのような職種と連携しているかについ

ては、ソーシャルワーカーが最も多く(85.8 ％) 、次いで医

師・歯科医師(58.4 ％)となっている。

Ẍ ︡ ךּ וֹףּ ṕ Ṗ

○「その他」には「作業療法士」、「臨床心理士」、「リハビリスタッフ」、「訪問

看護師」、「管理栄養士」等が挙げられた。

（論点２参考資料⑦）
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○ 地域における相談支援の提供体制の整備の観点から、相談支援人材の確保が課題となっており、一定の能力
を有する者を相談支援事業所に配置して活用できるようにするとともに、現場での経験を積むことができる仕
組みを求める声がある。

○ 相談支援に係るICTの活用については、令和３年度報酬改定においてサービス担当者会議等の会議について
オンラインでの実施を可能とするとともに、書面で作成すべき記録等について電磁的記録により作成・保存・
交付を可能としたところであるが、更なるICTの活用等による業務の効率化を求める声がある。

○ また、離島や過疎地では、地域に相談支援事業者が乏しく相談支援の提供体制の整備が課題。

ṥ ễṦ I C T ךּ

ḱ

（相談支援に従事する人材の確保）
○ 相談支援に従事する人材の確保と段階的な育成を図る観点から、機能強化型の基本報酬を算定している事
業所であって、かつ、主任相談支援専門員の指導助言を受ける体制が確保されている場合には、常勤専従の
社会福祉士又は精神保健福祉士である者を新たに「相談支援員（仮称）」として位置づけて、サービス等利
用計画・障害児支援利用計画の原案の作成及びモニタリングの業務を行うことができるよう指定基準を見直
すことを検討してはどうか。

（ICTの活用等）
○ ICTの活用による業務の効率化を図るため、以下の加算の要件である利用者への居宅訪問の一部について、
オンラインによる面談の場合も算定可能とすることを検討してはどうか。（ただし、月１回は対面による訪
問を要件とする）
・初回加算（契約の締結から４か月目以降に月２回以上訪問した場合）
・集中支援加算（計画作成月・モニタリング月以外において、月２回以上居宅訪問した場合）
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○ また、離島や過疎地など特別地域加算の算定対象となる地域においては、ICTの活用等により、都道府県及
び市町村が認める場合には、以下の基準や報酬算定の柔軟な取扱いを認めることを検討してはどうか。
・居宅訪問を要件とするサービス等利用計画の作成やモニタリングについて、一部オンラインで対応可能とす
る

・居宅訪問や事業所訪問を要件とする各種加算の見直し
・従たる事業所（サテライト）について、主たる事業所から30分で移動可能な範囲を超える場合であっても設
置を可能とする

・機能強化型の基本報酬の算定に係る複数事業所による協働体制について、複数の事業所間が通常の相談支援
の実施地域を越える場合も算定可能とする

ṥ ễṦ I C T ךּ

ṕ Ṗקּ
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5,970 6,831 6,309 2,377 6,281 27,768

（論点３参考資料①）
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相談支援専門員の実務経験要件
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（論点３参考資料②）
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וֹףּ

No 意見の内容 団体名

1
○相談支援の意義を踏まえ、また、計画相談支援の収支を抜本的に改善する施策として、計画相談支援の本
体報酬を引き上げ、少なくとも障害児相談支援と同水準とすべき。また、主任相談支援専門員配置加算につ
いては員数に応じた加算とすべき。

全国脊髄損傷者連合会

2
○計画相談支援の収支の相談について、地域で暮らす障害者については、モニタリング期間を市町村が定め
るのではなく、モニタリングを毎月実施するように障害者総合支援法施行規則を改正すべき。

全国脊髄損傷者連合会

3
○障害者の地域移行と地域生活を推進する観点から、計画相談支援の初回加算と退院・退所加算を大幅に引
き上げるべき。特に初回加算については、単位数を1,000単位/月に引き上げるべきである。

全国脊髄損傷者連合会

4
○計画相談支援の収支を改善させる施策の1つとして、ピアサポート体制加算を現行の100単位/月から300単
位/月に引き上げるべき。また、ピアサポートの体制整備を促進するために、ピアサポーターの員数に応じ
た加算とすべき。

全国脊髄損傷者連合会

5
○相談支援従事者には質の高い人材の確保が必要とされることから、安易な要件緩和策ではなく、社会福祉
士や精神保健福祉士といった相談支援に関する国家資格所持者について実務経験要件の見直しを図ってはど
うか。その際、主任相談支援専門員による実地指導が受けられることを必須要件としてはどうか。

日本相談支援専門員協会

6
○現任研修を修了した相談支援専門員が産休・育休などやむを得ない事情等により、更新のための研修を受
講できず資格を失効する場合について、更新期間の延長や研修受講要件を見直す等の措置などの対応を講じ
てはどうか。

日本相談支援専門員協会

7
○令和６年の基幹相談支援センター設置の努力義務化に伴い、国が進捗状況等について定期的に公表等を行
うなどの設置促進策を講じてはどうか。

日本相談支援専門員協会

8
○基幹相談支援センターが求められる機能を発揮するために主任相談支援専門員について（３年程度
の経過措置をもって）必置化してはどうか。

日本相談支援専門員協会

9 ○基幹相談支援センターの機能と役割を担うための財源確保をすすめてはどうか。 日本相談支援専門員協会

10
○基幹相談支援センターや機能強化型Ⅰの事業所ならびに主任相談支援専門員を配置している事業所
は、小規模事業所との協働体制の構築を積極的に取り組むべきこととしてはどうか（役割を担うにあ
たっての報酬上評価も併せて）。

日本相談支援専門員協会

11 ○専門コース別研修修了者を配置している場合について加算での評価をしてはどうか。 日本相談支援専門員協会

（計画相談支援）
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No 意見の内容 団体名

12 ○専門コース別研修の実施方法について手引き等を作成し、各都道府県に発出してはどうか。 日本相談支援専門員協会

13
○いわゆる法定研修の開催方法については人材育成を行う都道府県が設置する協議会等において集合
形式を基本（特に演習部分）として検討することとしてはどうか。

日本相談支援専門員協会

14
○主任相談支援専門員が地域で継続的に質の高いOJTを実施していくために、その力量を担保する更新
研修受講等の仕組みづくりを進めてはどうか。

日本相談支援専門員協会

15
○現行の報酬体系について、例えば 取得率の高い加算、特に適切なケアマネジメントを実施する際に
おいて実施すべき支援を基本報酬に組み込む等、簡素化への工夫を行ってはどうか。

日本相談支援専門員協会

16
○計画相談支援の実施にあたって、特定相談支援事業には１名の常勤専従者を（３年程度の経過措置
をもって）必置としてはどうか。

日本相談支援専門員協会

17
○モニタリング実施標準期間の硬直的な運用を実施している市町村については調査等により実態を公
表するなどの対応を講じてはどうか。

日本相談支援専門員協会

18
○地域移行の更なる推進のために、相談支援事業所が協働運営体制を整備し、全ての相談支援事業を
実施していること及び主任相談支援専門員やピアサポーターを複数名配置することを要件とした新た
な報酬体系を設けてはどうか。

日本相談支援専門員協会

19
○業務効率の向上に向けてデジタル化の導入について検討や試行を積極的に行える環境整備を検討し
てはどうか。

日本相談支援専門員協会

20
○基幹相談支援センター等の機能を含めた重層的相談支援体制整備事業を実施する場合は、主任相談
支援専門員もしくは同等の経験とスキルを有する相談支援専門員の配置を必須とする必要がある。

日本相談支援専門員協会

21
○特別地域加算について、障害者の状況に配慮した移動に係る業務時間を適切に評価できる仕組みを
整えて頂きたい。

日本相談支援専門員協会

22
○サービス担当者会議実施加算について、業務量を適切に評価した報酬単価（100単位⇒200単位）を
設定すべき。

日本相談支援専門員協会
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No 意見の内容 団体名

23
○サービス提供時モニタリング加算について、質の高い相談支援を提供すること及び医療等との連携の
更なる促進を踏まえて、地域生活支援事業により実施されるサービスや訪問看護、各種サロン等につい
てもサービス提供時モニタリング加算の算定要件として頂きたい。

日本相談支援専門員協会

24
○退院・退所加算について、退院時に継続サービス利用支援を実施し、関係機関との連絡等により支援
内容を調整した場合を加算の対象とすべき。

日本相談支援専門員協会

25

○医療・保育・教育機関等連携加算について、継続サービス利用支援時においても本加算を算定できる
ようにして頂きたい。また、居宅介護支援と計画相談支援による支援がともに提供されている場合は、
介護支援専門員との連携について本加算の評価対象として頂きたい。民生委員等との連携についても本
加算の評価対象として頂きたい。さらに、業務量を適切に評価した報酬単価（100単位⇒200単位）を設
定すべき。

日本相談支援専門員協会

26

○福祉・介護職員等特定処遇改善加算を一定以上の人員を配置している指定特定相談支援事業者にも適
用し、相談支援専門員についても処遇改善の対象とすべき。複数事業を展開している法人等において、
同程度の経験年数の職員であるにもかかわらず、職種の違いから給与水準に差が出ることがないような
仕組みに改正して頂きたい。

日本相談支援専門員協会

27
○初回加算について、適切な時期から相談支援を開始することを重視し、インフォーマル調整も含めた
初回加算の適切なあり方を検討して頂きたい。

日本相談支援専門員協会

28
○点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者、手話通訳等を行うことができる者を相談支援
専門員として配置し適切な体制を確保している場合について評価する加算の創設をして頂きたい。

日本相談支援専門員協会

29
○矯正施設等からの退所者に対して、社会福祉士等の専門職を配置し計画相談支援を実施した場合を評
価する加算の創設をして頂きたい。

日本相談支援専門員協会

30
○障害者の計画相談支援を担当する相談支援専門員が通院の同行をした場合を評価する加算の創設をし
て頂きたい。

日本相談支援専門員協会

31

○精神障害は疾病と障害の両面を持つものであり、福祉の支援に当たっては医療機関との連携をさらに
促進すべき。サービス開始に際しては医療機関との情報共有を必須とし、その後も医療機関への定期報
告を評価する。（相談支援専門員の作成するサービス等利用計画書、モニタリング報告書の医療機関へ
の共有について、年４回まで加算として評価すべき。）

日本精神神経科診療所協会

32
○計画相談は担当人数を制限するとともに計画作成、モニタリング報告書作成以外のヒアリングや情報
共有等も評価する。（サービス利用支援費（40件以上）を400単位、継続サービス利用支援費（40件以
上）を300単位程度に制限すべき。）

日本精神神経科診療所協会
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No 意見の内容 団体名

33
○ソーシャルワークを基盤とした有資格者（社会福祉士・精神保健福祉士）については、主任相談支援
専門員による指導等を条件に早期に指定特定相談支援事業所で活躍できる仕組みが必要。

全国地域で暮らそうネットワーク

34
○精神障害者支援体制加算の要件を厳格にして、医療機関の依頼を断ることなく対応するための手立て
を講じる必要がある。

全国地域で暮らそうネットワーク

35
○相談支援事業所が、本人の意向を踏まえて医療機関に情報を提供したのち、医療機関が相談支援事業
所に必要な情報を提供した場合、相談支援事業所を評価する必要があるのではないか。（入院時情報連
携加算の通院時への拡大、双方向を原則）

全国地域で暮らそうネットワーク

36
○相談支援体制整備のためには複数事業所協働体制の推進が必要。機能強化の基本報酬を引き上げるこ
と、主任相談支援専門員の役割を明確化してすべての事業所で主任相談支援専門員の配置を評価できる
仕組みをつくって頂きたい。

全国地域で暮らそうネットワーク

37

○知的障害者の地域生活には相談支援事業が不可欠ですが、類似の報酬改定で設定された各種の加算や
基本報酬の特例（複数事業所の連携）、あるいは自立生活援助との併設が活かされているとは言いがた
い状況。本会にも、特に基本報酬の引上げを求める声が多いことも踏まえ、基本報酬の引上げ、あるい
は複数事業所の連携特例をさらに利用しやすくして頂きたい。また、障害児相談や地域相談、自立生活
援助の併設事業所を増やすため、時限的でも良いので併設を促進する加算を設定して頂きたい。

全国手をつなぐ育成会連合会

38
○相談支援事業所が、障害者支援施設や障害福祉サービス事業所から自立した運営ができる基本報酬を
設定して頂きたい。

全国身体障害者施設協議会

39

○サービス提供時モニタリング加算の対象を福祉事業所以外にも拡大して請求できるようにして医療・
保育・教育機関等連携加算を廃止する、指定特定相談支援事業所、一般相談支援事業、自立生活援助事
業を一体的に運営している事業所に包括的事業所として加算等をつけるなど請求事務の簡略化と見直し
が必要。

全国地域生活支援ネットワーク

40 ○介護支援専門員（ケアマネ）が相談支援専門員の業務を行った場合に加算を行うべき。 日本ALS協会

41
○計画相談支援も処遇改善の対象とするとともに、モニタリングの報酬を下げても良いので3ヵ月/回か
ら毎月に変更し、特に地域移行後間もない人は例外なくモニタリング期間を毎月にするべき。

全国自立生活センター協議会

42

○地域の相談支援体制の充実に向け、計画相談支援の拡充とともに、サービスを提供する相談支援事業
所の安定的な運営を可能とする環境作りが必要。
・基本報酬の引き上げと質や業務量を評価する報酬体系の導入
・計画相談支援に係る書類作成と支給決定手続きの簡素化（ICTの活用）
・相談支援専門員の質の向上に向け、指定特定相談支援事業所や１人職場事業所に対する研修やOJTの
実施

日本身体障害者団体連合会
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No 意見の内容 団体名

43
○本人の意思に基づく障害福祉サービスを利用し、地域の中で障害のある人の望む暮らしを実現するため
には、今後ますます相談支援が果たすべき役割は大きくなるため、地域の相談支援体制をより強固なもの
とするためにも、計画相談の抜本的な報酬の見直しを行うことが必要。

日本知的障害者福祉協会

44
○就労だけでなく、各サービス（就労系、児童、医ケアなど）の研修を受けた上でポイント制を設け、相
談支援専門員が対応可能なカテゴリーを減点方式ではなく加点方式で評価し、報酬に反映させてはどうか。

全国就業支援ネットワーク

45
○相談支援事業に聴覚・ろう重複障害の特性の理解と配慮、手話等のコミュニケーションに専門性を有す
る相談支援専門員として配置し適切な体制を確保している施設・事業所を評価すべき。

全日本ろうあ連盟

46 ○介護保険適用年齢者のサービス等利用計画は相談支援専門員が作成することとしてはどうか。 DPI日本会議

47
○計画相談支援における障害福祉サービス利用終了後の利用者に対するアフターフォローに対する加算の
検討をして頂きたい。

全国精神障害者地域生活支援協議
会

48
○計画相談支援におけるサービス等の「等」に対する評価（加算）の検討をして頂きたい。（インフォー
マルな資源につなげることを評価）

全国精神障害者地域生活支援協議
会

49 ○計画相談支援における家族に関する支援に対する評価（加算）の検討をして頂きたい。
全国精神障害者地域生活支援協議
会

50

○地域で生活する障害者に対する相談支援の業務は、生活場面で直接的に対応する業務であり、こうした
業務を担う相談支援専門員を安定的に確保するためには報酬上の評価が必要。また、計画相談の業務に処
遇改善加算を加えるとともに、専門職として相談支援業務に携わる相談支援専門員に対して、業務に見
合った評価が十分に反映されるよう業務報酬の充実を図っていただきたい。

全国精神障害者福祉事業者協会

51

○地域で展開される相談支援は、当事者の状況に応じて様々な対応が求められ、関係機関との連携や家族
との調整など、福祉サービスにつなげるまでの業務が地域生活支援の要ともいえるが、現行制度では、そ
の場合の報酬は評価されていないことから、支援プロセスの途中や緊急時の対応等にも、支援の内容に見
合った報酬のあり方について検討いただきたい。

全国精神障害者福祉事業者協会

52
○利用者とのコミュニケーションやフォローアップを充実させることで、利用者の満足度やニーズ適合度
を高めること。

全国精神保健福祉会連合会

53
○相談支援専門員の待遇やモチベーションを向上させ、離職率を低下させること。また、教育・研修制度
を充実させ、相談支援専門員のスキルアップやネットワーク形成を促進すること。

全国精神保健福祉会連合会
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No 意見の内容 団体名

54
○相談支援専門員が最適なサービスを提案し、無駄なサービス利用や重複利用を防ぐこと。また、利用
者の自立度や社会参加度を高めることで、将来的にサービス利用の減少や縮減につなげること。

全国精神保健福祉会連合会

55
○事務補助やアシスタントを雇用し、業務の分担や効率化を図ること。また、ＩＣＴを活用し、データ
ベース化や共有化を進めること。

全国精神保健福祉会連合会

56

○地域生活の定着を推進するため、在宅の主治医と相談支援専門員の連携強化の必要がある。障害児・
者が著しい状態変化を伴う際には、かかりつけ医の助言や情報提供に基づいて、サービス等利用計画を
見直す必要がある。急変時における医師からの助言や情報提供を評価するケアマネジメントプロセス支
援加算（仮称）の新設を要望する。

日本医師会

No 意見の内容 団体名

1 ○障害児の支援を手厚くするために一般相談支援等の加算、及び学齢児へのサービスの追加検討が必要。 日本筋ジストロフィー協会

2

○現行の障害児支援では、依然「セルフプラン」が多く、適切な相談支援がなされていないことが問題と
なっている。
児童期は関係する機関が多く、また、短期間で移行するため、連携及び移行支援が必要であるにも関わらず、
コーディネートやマネジメントがされていない状況である。こうした課題に対応するためには、すべての子
どもに障害児支援利用計画が作成され、適切にモニタリングされるよう、先述のような障害児特有の課題を
整理し、取り組みやすい仕組みと報酬の見直しが必要である。

全国児童発達支援協議会

3
○子ども家庭支援センターでの「サポートプラン」を障害児とその家庭に対しても位置づけることが必要で
ある。「サポートプラン」作成に障害児相談支援事業所も積極的に関与・連携した場合の加算の創設が必要
である。

全国児童発達支援協議会

4
○職種に関わらず、医療的ケア児等コーディネーター研修を受けてコーディネーターとして活動する人財に
対して報酬が付く仕組みを新設して頂きたい。

全国医療的ケア児者支援協議会

5
○児の発達支援、家族支援を個別性を踏まえ実践することを目的に、医療的ケア児等コーディネーターは
「保険、医療、福祉連携計画」を作成するとともに、モニタリング、計画修正などを行う事業者に、医療的
ケア児１名につき3000単位/月が報酬として支払われるようにして頂きたい。

全国医療的ケア児者支援協議会

（障害児相談支援）
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論点１ 障害者虐待防止及び身体拘束適正化の徹底について

論点２ 意思決定支援の推進について

論点３ 同性介助について

論点４ 高次脳機能障害を有する者への支援に対する評価について

論点５ 精神障害者の地域移行等について
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○ 障害者に対する虐待はあってはならないものであり、障害福祉サービス事業所等における障害者虐待防止の取組の
徹底を図っていく必要がある。

○ 令和３年度報酬改定においては、
・ 障害福祉サービス事業所等における虐待防止の取組を推進するため、全ての障害福祉サービス事業所等を対象に
虐待防止措置として、①従業者への研修実施、②虐待防止委員会の設置、③虐待防止責任者の設置について、令和
４年度から義務化するとともに、
・ 障害者に対する身体拘束適正化を図るため、身体拘束を行う場合の必要な事項の記録の義務化に加え、①身体拘
束適正化委員会の定期的開催、②指針の整備、③従業者への研修実施について、令和４年度から義務化（※）し、
新たに義務化された要件についても令和５年度から「身体拘束廃止未実施減算」を適用した。
※訪問系サービスについては令和５年度から義務化

○ 障害福祉サービス事業所等における障害者虐待については、平成24年度に施行した障害者虐待防止法の通報義務の
浸透や障害福祉サービス等の利用者の増加等の要因が考えられるものの、依然として相談・通報件数、虐待判断件数
いずれも増加傾向となっている。

○ また、障害福祉サービス事業所等における取組状況について調査を行ったところ、一部の事業所において義務化さ
れた虐待防止措置や身体拘束適正化の取組が実施されていない状況が認められた。

○ 加えて、障害者部会報告書において、「障害者虐待の防止については、密室化した環境の中で虐待が起きやすい状
況があることから、地域の第三者の目や行政による監査など外部の目を入れる仕組みを充実するとともに、小規模事
業所における障害者虐待防止の取組を推進していくことが重要である」、「義務化された虐待防止措置について徹底
するなど虐待の早期発見や防止に向けた取組の強化を図っていく必要がある」等と指摘されている。

ḱ
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○ 障害福祉サービス事業所等における障害者虐待防止の取組を徹底するため、令和４年度から義務化された障害者虐
待防止措置を未実施の障害福祉サービス事業所等に対して、現在の身体拘束廃止未実施減算を参考として、報酬上の
対応を検討してはどうか。

○ また、身体拘束廃止未実施減算について、施設・居住系サービス（障害者支援施設、療養介護、障害児入所施設、
グループホーム、宿泊型自立訓練）については、身体拘束適正化の徹底を図る観点から、介護保険制度の取組を参考
とした減算額の見直しを検討してはどうか。

○ あわせて、指定基準の解釈通知において、
・虐待防止委員会や身体拘束適正化委員会において、外部の第三者や専門家の活用に努めることや、
・障害福祉サービス事業所等の管理者及び虐待防止責任者が、都道府県の実施する虐待防止研修を受講することが望
ましいこと

と規定することを検討してはどうか。
また、国において、虐待防止委員会や身体拘束適正化委員会における外部の第三者や専門家の活用の好事例の周知
を図ることを検討してはどうか。
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ễ Ṯ ṯ
（論点１参考資料③）
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［現 行］
① 従業者への研修実施（ ）
② 虐待の防止等のための責任者の設置（ ）

ṙ ︡ Ṛ
① 従業者への研修実施（ ）
② 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設置するとともに、
委員会での検討結果を従業者に周知徹底する（ ṕ Ṗ）

③ 虐待の防止等のための責任者の設置（ ）
(注)虐待防止委員会に求められる役割は、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証や再発防止策の検討等

ẑ Ệ ṕ 3 Ṗ

Ẇ ḭ Ḯ

※ 小規模な事業所においても過剰な負担とならず、効果的な取組が行えるような取扱いを提示。
ṥ Ṧ
①協議会や基幹相談支援センター等が実施する研修に事業所が参加した場合も研修を実施したものとみなす。
②事業所単位でなく、法人単位での委員会設置も可
③委員会には事業所の管理者や虐待防止責任者が参加すればよく、最低人数は設けない

ễ ṡ Ṣ（論点１参考資料④）
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ṇ וֹףּ ךּ （論点１参考資料⑤）
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( 23 79 )

※

ךּ （論点1参考資料⑥）
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運営基準

以下、②から④の規定を追加する（訪問系以外のサービスについては、①は既に規定済）。訪問系サービスについては、①か

ら④を追加する。

②から④の規定は、令和３年４月から努力義務化し、令和４年４月から義務化する。なお、訪問系サービスにおいて追加する

①については、令和３年４月から義務化する。

① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事

項を記録すること。

② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を

図ること。

③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

※ 虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるものとみなす。

○ 身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業所が取り組むべき事項を追加するとともに、減算要

件の追加を行う。

※療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、

放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

○ 訪問系サービスについても、知的障害者や精神障害者も対象としており、身体拘束が行われることも想定されるため、運営

基準に「身体拘束等の禁止」の規定を設けるとともに、「身体拘束廃止未実施減算」を創設する。

※居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援

減算の取扱い

運営基準の①から④を満たしていない場合に、基本報酬を減算する。（身体拘束廃止未実施減算５単位／日）

ただし、②から④については、令和５年４月から適用する。

なお、訪問系サービスについては、①から④の全てを令和５年４月からの適用とする。

ễ ṡ Ṣ（論点1参考資料⑦）
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※介護保険制度においては、施設・居住系サービスを対象に身体拘束廃止未実施減算として基本報酬の10%を減算。
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5.8
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ṕ Ṗ [ n=1,558]

72.6

20.4

17.1

7.9

【虐待防止体制の整備状況】

【身体拘束等の適正化に関する体制の整備状況】

Ẇ ṕR5.7/25 Ṍ7/31 1 Ṗ ṕṾṖ

[ n=1,558] [ n=328] [ n=695]
[ n=535]

16.2 2.4 8.5 34.8

78.4 90.2 86.6 60.4

5.4 7.3 4.9 4.9

Ẇ ṕ249 Ṗ 1 ṕ Ṗ

[ n=249] [ n=8] [ n=57]
[ n=184]

12.4 1.9 3.3 15.6

2.8 0.4 0.7 3.6

7.2 0.6 1.1 9.3

1.9 0.6 0.5 2.4

送 付 数：3,000事業所

有効回答数：1,558事業所（nは事業所数）

有効回答率：51.9%

調査対象サービス：

居宅介護、重度訪問介護、療養介護、生活介護、施設入所支援、就労

継続支援Ｂ型、共同生活援助、放課後等デイサービス

63

※「緊急やむを得ない」場合かどうかの判断をふまえ、事業所で定める適正な手続きのもとで実施されたもの

※ 上記の平均人数については、「1週間に身体拘束を実施した実人数÷身体拘束を実施した事業所数」



１．事業目的
障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うため、地域における関係機関等の

協力体制の整備や支援体制の強化を図る。

２．事業内容
以下のような取組について、地域の実情に応じて都道府県・市町村の判断により実施する。

① 虐待時の対応のための体制整備
例：専門職員の確保、社会福祉士と弁護士による虐待対応専門職チームの活用の促進（専門性の強化）、虐待を受

けた障害者の居宅訪問等、死亡等の重篤事案についての検証

② 連携協力体制の整備
例：地域における関係機関等の協力体制の整備・充実

③ 障害者虐待防止・権利擁護に関する研修の実施
例：障害福祉サービス事業所等の従事者や管理者、相談窓口職員に対する障害者虐待防止に関する研修の実施、

学校、保育所等、医療機関、放課後児童クラブ等の関係者に対する研修の実施（受講対象を拡大）
④ 普及啓発

例：障害者虐待防止法における障害者虐待の通報義務等の広報その他の啓発活動の実施

３．実施主体 都道府県及び市町村

４．負 担 率 市町村実施事業：負担割合 国１／２、都道府県１／４ 都道府県実施事業：負担割合 国１／２

○ 障害者虐待防止対策支援事業（地域生活支援促進事業）

１．事業内容
① 障害者の虐待防止や権利擁護に関して、各都道府県で指導的役割を担う者を養成するための研修の実施
② 虐待事案の未然防止のための調査研究・事例分析

２．実施主体 国（民間団体へ委託予定）

○ 障害者虐待防止・権利擁護事業費 令和５年度予算：11,794千円

令和５年度予算：6.2億円
令和４年度予算：6.2億円

（論点１参考資料⑨）
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○ 障害者本人の意思を尊重し、希望する暮らしを実現していくためには、障害者本人に関わる支援者が一体となって
丁寧に意思決定支援を実施していくことが重要。

○ 障害者の意思決定支援の推進については、
・平成28年度に「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を策定し、意思決定支援責任者の配
置や意思決定支援会議の開催、意思決定の結果を反映したサービス等利用計画や個別支援計画の作成、モニタリン
グなどの枠組みを示すとともに、

・令和２年度から、都道府県における相談支援専門員、サービス管理責任者等に対する専門コース別研修の実施
・第７期障害福祉計画（令和６年度～）に係る国の基本指針において、新たに、都道府県による意思決定支援ガイド
ラインを活用した研修の実施について盛り込むとともに、研修の実施回数や修了者数の見込みを活動指標として設
定

するなど、取組を進めている。

○ また、令和５年度調査研究事業において、障害福祉サービス事業所等における意思決定支援ガイドラインに関する
取組状況について調査したところ、一部の事業所においては意思決定支援責任者の選任等に取り組んでいるものの、
取組が十分ではない事業所が多く認められた。

ṥ ỄṦ ךּ

ḱ
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（意思決定支援ガイドラインを踏まえた指定基準等の見直し）
○ 相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準において、「事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活
を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない」旨明記することを検討し
てはどうか。
また、意思決定支援ガイドラインの内容を相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準や解釈通知に反映させ
ることを検討してはどうか。

※ 意思決定支援ガイドラインにおいては、意思決定支援の枠組みとして、「意思決定支援責任者の選任、意思決定支援会議の開催、意思決定の結果を
反映したサービス等利用計画・個別支援計画（意思決定支援計画）の作成とサービスの提供、モニタリングと評価・見直し」について示している。

※  サービス管理責任者は、利用者と面接してアセスメントを行い、利用者や家族の生活に対する意向、総合的な支援方針、課題、目標及び達成時期等
を記載した個別支援計画の作成を行うとともに、定期的なモニタリングを実施する役割を担っており、役割が重複することから、意思決定支援ガイ
ドラインにおいて「意思決定支援責任者」の役割を兼務することが想定されている。

（サービス担当者会議及び個別支援会議における本人参加）
○ 障害者の自己決定権の尊重及び意思決定支援の推進の観点から、相談支援及び障害福祉サービス事業等の指定基準
において、相談支援専門員が開催するサービス担当者会議及びサービス管理責任者が開催する個別支援会議について、
本人の心身の状況等によりやむを得ない場合を除き障害者本人の参加を原則とし、会議において本人の意向等を確認
することを検討してはどうか。
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（論点２参考資料①）
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צּ ︣ ︣ ṕ ḭ Ṗ

【意思決定支援の実施状況】

送 付 数：10,000事業所 有効回答数：1,857事業所（有効回答率：18.6%）

調査対象サービス：居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援、自立生活援助、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援

70

（論点1参考資料④）

【意思決定支援ガイドラインの活用状況】

○ 意思決定支援ガイドラインの周知状況

全体 [ n=1,857]

あることも内容も知っている 38.0%

あることは知っているが、内容はよくわからない 41.9%

知らない 20.0%

○ 意思決定支援ガイドラインの活用状況

全体 [ n=1,857]

積極的に活用している 10.0%

ある程度活用している 15.5%

あまり活用していないが、今後は活用を検討している 39.0%

活用していない 35.5%

○ 意思決定支援ガイドラインに基づく意思決定支援会議の開催状況

全体 [ n=1,857]

はい 32.8%

いいえ 67.2%

○ （開催している場合）意思決定支援会議と一体的に実施している会議

全体 [ n=610]

サービス担当者会議 51.8%

個別支援会議 37.2%

その他個別ケースの支援に関する会議 9.5%

その他 0.8%

一体的に行われる会議はない 0.7%

○ 意思決定支援計画の作成状況

全体 [ n=1,857]

基本的に作成している 18.8%

ある程度、作成している 8.5%

あまり作成していない 9.4%

作成していない 63.3%

○ 意思決定支援責任者の選任状況

全体 [ n=1,857]

はい 18.3%

いいえ 81.7%

○ （選任している場合）意思決定支援責任者の属性

全体 [ n=340]

管理者 46.5%

サービス管理責任者 44.7%

サービス提供責任者 3.2%

主任相談支援専門員 0.9%

相談支援専門員 2.6%

その他 2.1%



（論点２参考資料⑤）
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Å 平成18年度から令和３年度までの間のサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修修了者の合計は、

283,894 人（令和元年度よりカリキュラムを見直し分野を統合しており、令和元年度以降は基礎研修修了者数を

算入。令和３年度基礎研修修了者：20,495 人、実践研修修了者：5,235 人、更新研修修了者：20,377 人）。

Å サービス管理責任者については、平成18年に障害者自立支援法施行により、サービスの質の向上を図る観点から

個別支援計画の作成と従業者への指導・助言を行うものとして位置付けられた。配置にあたっては、一定期間の実

務経験及び研修（※）の修了の双方が必要。

※基礎研修＋実践研修の修了が必要で、実践研修修了後は、５年毎に更新研修の修了が必要。

Å 児童発達支援管理責任者については、平成24年に児童福祉法の改正により、サービス管理責任者と同様の者とし

て位置付けられた。配置にあたっては、上記同様。

ḭ

Å サービス管理責任者については、障害福祉サービス事業所ごとに以下の人数を配置

・療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援・・・利用者60人:1人（１名以上は常勤）

※利用者数61以上：１人に、利用者数が60人を越えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

・グループホーム、自立生活援助 ・・・ 利用者30人:１人

※利用者数31以上：１人に、利用者数が30人を越えて30又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上

Å 児童発達支援管理責任者については、障害児通所支援事業所等ごとに１名を配置（１名以上は常勤）

Å サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者については、原則職種間の兼務は不可

（グループホーム及び自立生活援助は、世話人又は生活支援員との兼務が可能）



（論点２参考資料⑥）
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○ 障害福祉サービス事業所等の設置者は、障害者総合支援法において、障害者等の意思決定の支援に配慮するとと
もに、障害者等の人格を尊重する責務が規定されている。
また、障害者虐待防止の手引きにおいて、障害福祉サービス等の提供に当たって「本人の意思に反した異性介助
を繰り返す」ことについて、心理的虐待の一つとして例示するとともに、性的虐待の防止のため、特に女性の障害
者に対しては、利用者の意向を踏まえ、可能な限り同性介助ができる体制を整える旨記載している。

○ 令和５年３月に閣議決定された障害者基本計画(第５次) において、新たに「障害福祉サービスの提供に当たって
は、利用者の意向を踏まえ、本人の意思に反した異性介助が行われることがないよう取組を進める」旨盛り込むと
ともに、第７期障害福祉計画に係る国の基本指針において、「本人の意思に反した異性介助が行われることがない
よう、サービス管理責任者や相談支援専門員等が本人の意向を把握し、本人の意思や人格を尊重したサービス提供
体制を整備すること」が盛り込まれたところである。

ḱ

○ 排泄介助や入浴介助等を提供することが想定される各障害福祉サービス事業等（※）の指定基準の解釈通知にお
いて、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意
向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき」旨明記することを検討して
はどうか。

※計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援、自立生活援助、就労定着支援を除く全てのサービス
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ךּ （論点３参考資料①）
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○ 高次脳機能障害を有する者は身体的、精神的な特徴が外見上では判断しづらいことからサービスに繋がり
づらいとの指摘や、集中力が続かない、疲れやすい、重度の社会的行動障害などの障害特性があるとの指摘
がある。障害者部会報告書において、高次脳機能障害等の特性に応じた対応できる専門性を持つ人材配置を
推進するための方策について検討する必要があるとの指摘もある。

○ また、脳血管障害に係る障害認定に当たっては、障害部位や症状の経過などにより、それぞれの事例で判
断可能な時期以降に認定することとしているが、都道府県の判断によっては症状固定の目安である６か月後
まで身体障害者手帳の交付がなされないケースもあり、その間は障害福祉サービスの利用ができない場合が
あることや要介護認定が優先して行われる場合があることなど、支援が必要な者に対して適切なタイミング
で適切なサービスが提供されていない実態があるとの指摘がある。

ḱ

тр

○ 高次脳機能障害を有する者が適切にサービスを受けることができるよう、高次脳機能障害の特性に対応で
きる専門性を持つ人材を配置をする事業所を評価することを検討してはどうか。具体的には、他の障害領域
と同様に、高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談支援専門員を配置し、その旨を公表する相談
支援事業所を評価することを検討してはどうか。

○ また、高次脳機能障害を有する利用者が一定数以上であって、専門性を有する職員が配置されている自立
訓練や就労支援等の通所サービスや共同生活援助等の居住サービスを評価することを検討してはどうか。

※ 脳血管障害に係る障害認定や支給決定の取扱い等については、研究の実施等を通じて、自治体の実務等
の実態把握に努め、適切なタイミングで適切なサービスにつながる方策を引き続き検討する。



物の置き場所を忘れたり、新しい出来事を覚えていられなく
なること。
そのために何度も同じことを繰り返したり質問したりする。

ぼんやりしていて、何かをするとミスばかりする。二つのこ
とを同時にしようとすると混乱する。

自分で計画を立てて物事を実行することができない。行きあ
たりばったりの行動をする。

患者数
日本全国で約27万人と推計されている。（平成13～17年、高次脳機能障害モデル事業）

出典：「高次脳機能障害診断基準」

厚生労働省障害保健福祉部、国立障害者リハビリテーションセンター 平成16年）

○ 高次脳機能障害とは、学術的には脳損傷（※）に起因する認知障害全般を指し、失語・失行・失認のほか、記憶
障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などが含まれる。※外傷性脳損傷や脳血管障害など

○ 一方、高次脳機能障害支援モデル事業（平成13年に開始）において集積された脳損傷者のデータを分析した
結果、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害を主たる要因として、日常生活及び
社会生活への適応に困難を有する一群が存在し、これらの者への支援対策を推進する観点から、行政的にこの一群が
示す認知障害を「高次脳機能障害」と呼ぶこととされている。

○ また、この障害を有する者を「高次脳機能障害者」と呼ぶこととされており、その診断基準が定められている。

高次脳機能障害とは

興奮する、暴力を振るったり、思い通りにならないと、
大声を出す。自己中心的になる。

自分が障害を持っていることに対する認識がうまくでき
ない。障害がないかのようにふるまったり、言ったりする。

具体的症状
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○ 専門性の高い支援を実施できる体制を整えている場合に、その体制整備を適切に評価するための加算。

加算名 内 容 単位数

要医療児者支援体制加算
医療的ケア児等コーディネーター養成研修等の修了した常勤の相談支援専門員
を配置し、その旨公表する場合

35単位／月

行動障害支援体制加算
強度行動障害支援養成研修（実践研修）等の修了した常勤の相談支援専門員を
配置し、その旨公表する場合

35単位／月

精神障害者支援体制加算
精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修等の修了した常勤の相談支援
専門員を配置し、その旨公表する場合

35単位／月

Ẇ ךּ ︣ ṕ Ṗ

○ 意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に算定可能。

加算名 内 容 単位数

視覚・聴覚言語障害者
支援加算

視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思
疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合

41単位／日

Ẇ ḱ ṕ ḭ ṇ Ṗ

＊視覚・聴覚言語障害者支援加算の対象サービス：生活介護、就労移行、就労継続支援A型、就労継続支援B型、
自立訓練、施設入所支援、共同生活援助
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障害福祉サービス等における高次脳機能障害を有する者の利用状況

78

（令和元年度障害者総合福祉推進事業）
「就労系サービスにおける諸課題の把握と事例整理に関する調査研究」
（＊図表58より抜粋）

（人）
全体

[n=793]

障害者

支援施設

[n=147]

通所型

事業所

[n=642]

身体障害 5.8 10.3 4.8

知的障害 21.0 41.2 16.3

精神障害 1.1 1.0 1.1

難病等 0.2 0.2 0.2

合計 28.0 52.7 22.3

（うち）発達障害 0.9 1.4 0.7

（うち）高次脳機能障害 0.3 0.4 0.3

生活介護における障害種別の平均実利用者数（令和４年12月の実績）

＊第37回報酬改定検討チーム（R5.9.27）資料３より再掲

（出典）令和４年度報酬改定検証調査を基に作成

○ 就労系サービスにおいて、利用者総数における高次脳機能障害者の割合は、1.4％となっている。

○ 生活介護の実利用者数のうち、高次脳機能障害の者の割合は、全体の約１％ほどとなっている。

障害種別別利用者数（複数回答可）

サービス類型 総数・割合
身体
障害者

知的
障害者

精神
障害者

難病
発達
障害者

高次脳
機能障害

若年性
認知症

就労移行支援

総数（ｎ＝5,002） 276 1,407 1,943 28 953 90 0

総数に対する割合 5.5% 28.1% 38.8% 0.6% 19.1% 1.8% 0.0%

就労継続支援Ａ型

総数（ｎ＝6,689） 1,092 2,469 2,767 107 354 71 4

総数に対する割合 16.3% 36.9% 41.4% 1.6% 5.3% 1.1% 0.1%

就労継続支援Ｂ型

総数（ｎ＝21,932） 2,190 10,537 6,136 112 795 313 39

総数に対する割合 10.0% 48.0% 28.0% 0.5% 3.6% 1.4% 0.2%

計

総数（ｎ＝33,623） 3,558 14,413 10,846 247 2,102 474 43

総数に対する割合 10.6% 42.9% 32.3% 0.7% 6.3% 1.4% 0.1%
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○ 障害福祉サービス事業所等において高次脳機能障害の障害特性に応じた支援を実施できる支援者を養成するた
め、令和２～４年度厚労科学研究において研修カリキュラム等を開発。

○ 高次脳機能障害の支援拠点の研修事業での積極的な活用等について、令和５年８月に各都道府県に周知。

１ 目的
障害福祉サービス等事業所に従事する職員が、高次脳機能障害について知識を得て、同障害の障害特性を理解

し、日常的な支援での対応方法を習得することを目的とする。

２ 実施主体
都道府県（指定都市又は中核市、団体等に委託可）

３ 対象者
障害福祉サービス等事業所において、高次脳機能障害者の支援に携わる者及び障害福祉サービス等事業所と連

携して高次脳機能障害者の支援を実施する者

４ 研修内容
① 基礎研修（２日間720分） ② 実践研修（２日間720分）※基礎研修修了者が対象

５ 財政措置
都道府県が指定する高次脳機能障害者の支援の拠点となる機関が本研修を実施するための費用については、地

域生活支援事業（高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業）として国庫補助の対象。
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4,910,098 1,573,903 711,796 807,942 1,190,415
307,434 318,608
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○ 誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、精神障害の有無や程度にかかわらず、医療、障害福
祉・介護、住まい、社会参加（就労等）、地域の助け合い、普及啓発（教育等）が包括的に確保された「精
神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を構築するため、令和３年３月に「精神障害にも対応した地域
包括ケアシステムの構築に係る検討会」報告書がとりまとめられた。

○ さらに、令和４年６月には、「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報
告書（以下、単に「報告書」という。）がとりまとめられたことを踏まえ、同月には障害者部会でも障害者
総合支援法改正法施行後３年の見直しに関する報告書がとりまとめられた。これらの内容に基づき、「関係
法令等の改正や令和６年度からの次期医療計画・障害福祉計画・介護保険事業（支援）計画の策定に向けて、
次期診療報酬改定・障害福祉サービス等報酬改定・介護報酬改定等の必要な財政的方策も含め、具体的な改
正内容について検討を進め、その実現を可能な限り早期に図るべき。」ことが今後必要な対応とされている。

○ 報告書を踏まえつつ、

ü 令和４年第210回国会において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一
部を改正する法律（令和４年法律第104号）が成立し、令和４年12月16日に公布された。これにより、
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（精神保健福祉法）についても一部改正された。

ü 令和６年度から、第８次医療計画及び第７期障害福祉計画が開始され、

・（第８次医療計画）精神病床における推計入院患者数の減少傾向を踏まえた基準病床数の考え方を示す
とともに、入院期間が１年以上の長期入院患者数については、今後の新たな取り組み（政策効果）に
よる減少も加味して、将来の入院患者数を推計するよう算定式を示している。

・（第７期障害福祉計画）医療計画における推計入院患者数をもとに、令和８年における１年以上の長期
入院患者数を、令和２年から３．３万人減少させることを成果目標としている。

○ これらの政策的方向性を踏まえ、精神科病院に入院中の患者については、長期入院者に対する地域移行に
係る取組を引き続き実施するとともに、長期入院に至っていない患者についても、入院を長期化させず、可
能な限り早期に退院し、地域で安心して暮らすことができるよう、医療提供体制を整備しつつ、医療と障害
福祉等との連携をさらに進める必要がある。

ḱ
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○ 精神障害者の地域移行及び精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を一層進めるため、医療機
関における入院時・入院中から、患者の希望や状態に応じて、退院後の地域における環境や生活を想定し、
障害福祉サービス等の連携調整を行うこと等により、入院から退院後の地域生活まで、医療と福祉等による
切れ目のない支援を行えるよう、

ü 医療と障害福祉サービス等との連携を一層進めるための仕組みに対する評価

Â 自立生活援助・地域定着支援の対象者に、家族と同居する場合であっても、地域移行支援を利用し
て退院した者、精神科病院の入退院を繰り返している者等が含まれることを明確化

Â 入院・入所から地域移行など本人の生活環境が大きく変化する際に、集中的な支援を実施する自立
生活援助事業所に対する評価

Â 計画相談支援・障害児相談支援における医療等の多機関連携のための各種加算について、多機関連
携の推進や業務負担を適切に評価する観点からの見直し 等

ü 多職種による包括的支援を中心とした、回復期の入院患者に対する医療や入退院の支援等を含めた医療
提供体制の評価

等について、障害福祉サービス等報酬と診療報酬の同時改定において、検討することとしてはどうか。

※ 診療報酬改定の具体については、中央社会保険医療協議会において議論



包括的なマネジメントによる支援
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ṇ

計画相談支援：サービス等利用計画作成
計画の見直し：サービス事業者等との連携

精神科デイ・ケア

訪問看護

・多職種チーム会議の開催
・アセスメント、支援計画の作成、定期的な評価
・障害福祉サービス事業所等との会議の開催
・他機関との調整

相談支援専門員

訪問看護
ステーション

精神科以外の
医療機関

障害福祉サービス事業所
個別支援計画作成・サービス提供

多職種チーム
（医師,保健師,看護師,作業療法士,
精神保健福祉士,公認心理師 等）

Ṅ נּ

保健所精神保健福祉センター

医師,保健師等

出典：平成29年度厚生労働行政推進調査事業補助金 精神障害者の地域生活支援を推進する政策研究より一部改編

29 2

Cochrane review )

【包括的なマネジメントによる支援のイメージ】

グループホーム 訪問介護

ショートステイ

訪問診療
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http://4.bp.blogspot.com/-3pMVhbJS328/UnIELdXqg1I/AAAAAAAAZ_k/0f8-BgRJlqQ/s800/nurse_nocap.png


精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築（イメージ）

̝֓қƲ᷂ḢǵҞǘֻǋƲ ֗ᵃ

̮ȅǋ

̔ ƲɒȠȳɛɶɆ ҲƲ ̝ƲɚɧɱɄȡȠƲNPO

⁸ Ǜǯǵͪβɵӣ ɵ ͜ ǲȏȒӲ ǵḹƲ⁸

ὡͪβ ᶷḢǛǯǵͪβɵӣ ɵ ͜ ǲȏȒӲ ǵḹƲͪβ

ɎɁȭȠɁɕ

ɎɁȭȠɁɕ

ӣ

ƵǱ ֥

ὡ ɵ˺

24

↑ Ǜǯǵͪβɵӣ ɵ ͜ ǲȏȒӲ ǵḹƲ ↑ ⅍ɵ ͪβ ȹɱȽɶɵ ὡ ȹɱȽɶ

ɎɁȭȠɁɕ

※

※

ɵЊɵЊ

ᵂ
ᵂ

84



精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会報告書（概要）
（令和３年３月18日）
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○ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムでは、 פּפּ ￼ḭ צּ ︡ שּ︡ כֿ︣ צּ קּ ḭלּ
する。

○ 「地域共生社会」は、制度・分野の枠や、「支える側」と「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会のつながり、一人ひとりが
生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的なコミュニティや地域社会を創るという考え方であり、ṡ ︡

Ṣ ṡ Ṣ ︣ ṡ Ṣṡ Ṣ אל ḭ פּ שּךּ פּ
ךּ である。
○ 重層的な連携による支援体制は、 ︣ ṡ פֿ Ṣ ḭךּ צּ אל לּ

ḭךּ ︣ である。
○ 同システムにおいて、精神障害を有する方等が必要な保健医療サービス及び福祉サービスの提供を受け、その疾患について周囲の理解を得ながら地域
の一員として安心して生活することができるよう、 ︣ ︣ כֿ ḭ טּ ḭ
ḱ ṇ נּ ︣ ︡ḭ צּ כֿ ︡ צּ であるḮ

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る基本的な事項

○ 市町村における ︣
ךּ ḭ וֹ ︣。

○ について、 צּ
ḭ ︡

לּ を、制度上位置付
ける。

̓ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に際しては、精神障害者や精神保健（メンタルヘルス）上の課題を抱えた者等（以
下「精神障害を有する方等」とする。）の ︡ ḭ ︡ がある。また、

ṇ ︣ ṇ ︡ ḭ
︣ ︣ ことが重要。

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構成する要素

᷂Ḣ ͪβ֗ ὡ

○ לּ ṡּפּפ וֹ
Ṣ を図るḮ

Ẇ ︢ ︣ 精神
症状の急性増悪や精神疾患の急性発症等により

する。

○ 生活全体を支援するという考えであるṡ
Ṣ 必要がある。

○ が重
要。

○ 協議の場や居住支援協議会を通じた
︣ 。

ӣ ̱͑Ѱ ̮ ͪ ᾱ̮

○ するため、
地域で孤立しないよう ︡ḭ
︣ כֿ ︣ כֿ צּ
קּ する。

○ 精神障害を有する方等と地域住
民との交流の促進や地域で「はた
らく」ことの支援が重要。

̝֓қ
○ ピアサポーターによる精神障害
を有する方等への支援の充実を図
る。

○ 市町村等は ṇ ṇ
︣ 、
。

►˗

○ 精神障害を有する方等の家族に
とって、必要な時に適切な支援を
受けられる体制が重要。

○
し、 פּ ךּ︣

Ḯ

ὡ ὤ

○ ṡ פֿ Ṣ
︡ḭ כֿלּ

צּ קּ 及び
וֹ לּ

の育成と確保が必要である。

˲



「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書（概要）
（令和４年６月９日）
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律等の一部を改正する法律の概要

87令和６年４月１日（ただし、２①及び５の一部は公布後３年以内の政令で定める日、３②の一部、５の一部及び６②は令和５年４月１日、４①及び②の一部は令和５年10月１日）

ểḰ 【障害者総合支援法、精神保健福祉法】

① 共同生活援助（グループホーム）の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化する。
② 障害者が安心して地域生活を送れるよう、地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センター及び緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域
生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とする。

③ 都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これらの
者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。

ỄḰ ṇ ︣ 【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】

① 就労アセスメント（就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理）の手法
を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。

② 雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率に
おいて算定できるようにする。

③ 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。

ễḰ ṇ ︢ 【精神保健福祉法】

① 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほか、
医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。

② 市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望のもと、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事業」
を創設する。また、医療保護入院者等に対して行う告知の内容に、入院措置を採る理由を追加する。

③ 虐待防止のための取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を行うこととする。また、従事者による虐待を発見した場合に都道
府県等に通報する仕組みを整備する。

ỆḰ ︣ 【難病法、児童福祉法】

① 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しする。
② 各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者の
連携を推進するなど、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化する。

ệḰ ṇ ḭ ךּ ṇ ṇ ṕỏọṖ ︣ 【障害者総合支援法、児童福祉法、難病法】

障害ＤＢ、難病ＤＢ及び小慢ＤＢについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する。

ỈḰ 【障害者総合支援法、児童福祉法】

① 市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者の指定を行うため、都道府県知事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みを創設する。
② 地方分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設を追加する。 等

このほか、障害者総合支援法の平成30年改正の際に手当する必要があった同法附則第18条第２項の規定等について所要の規定の整備を行う。

障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、①障害者等の地域生活の支援体制の充実、②障害者の多様な就労ニーズ
に対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、③精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、④難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の
充実及び療養生活支援の強化、⑤障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置を講ずる。



３－① 医療保護入院の見直し

○ 精神障害者に対する医療の提供は、できる限り入院治療に頼らず、本人の意思を尊重することが重要であるが、症状の悪化により
判断能力そのものが低下するという特性を持つ精神疾患については、本人の同意が得られない場合においても入院治療へのアクセス
を確保することが必要であり、医療保護入院の仕組みがある。

ṇ
（改正に関わる手続等を記載）

・家族等がいない場合は

市町村長同意

Ṯ וֹ ṯ

・病院から都道府県に

入院の届出を提出

・精神医療審査会が、

入院の届出を審査

（※３）

（通知する事項）

・入院措置を採ること

・退院等請求に関すること

精神障害者

※１ 指定医の指定申請ができる期間を、当該指定に必要な研修の修了後「１年以内」から「３年以内」に延長する。 ※２ DV加害者等を「家族等」から除外する。

※３ 措置入院の決定についても同様とする。 ※４ 措置入院中の方も対象とする。 ※５ 現行努力義務 義務化。 ※６ 厚生労働省令で定める予定。

※７ 入院の要件を満たすことが確認された場合は、入院期間を更新。これに伴い、医療保護入院者に対する定期病状報告に代えて更新の届出を創設。なお、入院期間の更新について、

精神科病院の管理者は、家族等に必要な事項を通知の上、一定期間経過後もなお不同意の意思表示を受けなかったときは、同意を得たものとみなすことができることとする。

※８ 政府は、非自発的入院制度の在り方等に関し、精神疾患の特性等を勘案するとともに、障害者権利条約の実施について精神障害者等の意見を聴きつつ、必要な措置を講ずる

ことについて検討するものとする検討規定を設ける（附則）。

（※２）

・精神保健指定医（※１）
１名の判定

Ṯ ṯ

面会交流

入院された方の権利
擁護のための取組を
一層推進（※８）

・入院治療は必要だが、
自ら同意できる状況にない

○ צּ ḱ ךּ ḭ כֿלּ ︣ 等、適切に
医療を提供できるようにするほか、誰もが安心して信頼できる入院医療の実現にむけて、入院者の権利を擁護するための取組を一
層推進させるため、 ḭ ךּ ḭ פֿ 。לּ

Ṯ ṯ

家族が 場合もךּ צּ の可否を判断
͈ 1/₴̊ʣ ˧ǵǱǋ ǵὤ 本人の利益を勘案して同意・
不同意をすることが困難

本人の希望のもとṡ Ṣを実施

（都道府県等事業）

・通知先に家族等を追加（※３）

・通知事項に入院理由を追加（※３）

Ṯ ṯ

・退院支援を行う相談員を選任（※４）

・地域の福祉等関係機関の紹介（※４・５）

・退院支援委員会の設置

（※６）を定め、精神科病院において
期間ごとに入院の要件（病状、同意能力等）を
確認（※７）

уу



精神病床における入院患者数の将来推計結果
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令和２年 精神病床退院患者の退院後の行き先

90資料：厚生労働省「患者調査」より厚生労働省障害保健福祉部で作成
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第８次医療計画における基準病床数と第７期障害福祉計画における成果目標

91

○第８次医療計画において、精神病床に係る基準病床数の算定式については、 וֹףּ をもとに
基準病床数を設定することとされている。

○近年の精神病床における入院患者数の変化から、将来の入院患者数を推計すると、入院患者数は減少傾向となる。

○加えて、入院期間が１年以上の長期入院患者数については、今後の新たな取り組み（政策効果）による減少も加味して、将来
の入院患者数を推計している。

○第７期障害福祉計画における、１年以上の長期入院患者数に係る成果目標も、この推計患者数をもとに設定されている。

都道府県毎の令和８年における基準病床数算定式

令和８年における

当該都道府県の

患者数推計値

令和８年における

当該都道府県の

患者数推計値

令和８年における

当該都道府県の

患者数推計値

（認知症を除く）

令和８年における

当該都道府県の

患者数推計値

（認知症）

ṕểṨAṖ ṕểṨBṖ
＋ ＋ ＋× × １

＋（他都道府県から当該都道府県への流入入院患者数）－（当該都道府県から他都道府県への流出入院患者数）
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×
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入院患者数の変化

＋

１年以上の長期入院患者に

対する政策効果を加味

令和２年の入院患者数から

令和８年の入院患者数を推計

（単位：万人）



精神疾患の経過と入院による治療内容（イメージ）
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וֹףּ

No 意見の内容 団体名

1
○障害者虐待防止の取組みは、令和３年度報酬改定における大きな動きの１つでした。令和５年度から身体
拘束廃止未実施減算も改正されている。まずは減算の適用状況を調査していただき、減算率については介護
保険サービスと同じ「１０％」として頂きたい。

全国手をつなぐ育成会連合会

2

○意思決定支援会議の前に相談支援従事者専門コース別研修に位置付けられている「意思決定支援研修」を
義務化し、その研修を受けたものが意思決定支援専門員となるようにする。

現行では、計画相談支援のモニタリングの中で地域移行の意向調査をするのが現実的ですが、同一法人の
計画相談か外部事業所の場合で大きく異なる。まずは、同一法人の場合は、囲い込みの恐れがあるので減算
し、外部事業所への誘導を行い、年に1・2回、地域移行の意向調査を義務付けることから始めてはどうか。

全国自立生活センター協議会

3
○長期間施設や病院で生活を余儀なくされている人たちは、意向をなかなか表明できず、担当者のスキルに
左右される。担当者には、意思決定支援の研修が不可欠。

全国自立生活センター協議会

4

3

日本看護協会
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וֹףּ

No 意見の内容 団体名

1

○高次脳機能障害者は症状が見えづらいことから、早期退院や退院後の支援に繋がりにくいことがある。高次脳機能障害
（特に、社会的行動障害）が重度なケースの入院時における在院日数を含めた十分な医療的リハビリテーションを受けるこ
とのできる期間の確保についてご検討いただきたい。また、退院時には地域定着支援、自立生活援助の利用について、一人
暮らしであるという条件の緩和等をご検討いただきたい。さらに医療機関から退院時に相談支援事業所、障害福祉サービス
事業所等への情報提供や協力・支援等を行った場合の加算や、相談支援に関する体制加算等をご検討いただきたい。

日本高次脳機能障害友の会

2

○高次脳機能障害の障害特性上、区分や障害基礎年金では障害の重症度を定量化できない現状がある。厚生労働科学研究に
おいて、「障害福祉サービス等における高次脳機能障害者の支援困難度の評価指標についての研究」等を進めていただいて
いることには大変感謝している。それらの研究で得られたこと等を踏まえ、高次脳機能障害が重度な方を重度者として判定
できる新たな基準の設置や行動関連項目の見直しをご検討いただきたい。

日本高次脳機能障害友の会

3
○高次脳機能障害者には「就労選択支援」を前置的な支援とせず、生活訓練や就労継続支援B型等を退院後早期より提供でき
るようなご配慮を頂きたい。また、利用開始後の一定期間のうちに必要に応じて就労アセスメントの手法を活用した支援を
提供する等の選択が可能となるようなご配慮をお願いしたい。

日本高次脳機能障害友の会

4

○就労中の就労支援サービスの併用については、市町村による個別の必要性等の判断に基づいて、例外的、一時的に認めら
れている状況である。高次脳機能障害者における就労中の就労支援サービスの利用は職業生活や地域生活の安定に有用であ
り、利用を明確に認めることをご検討いただきたい。また、一般就労と就労系障害福祉サービスの併用可能な期間は一律で
設定せず、産業医や主治医等の意見を反映させて定めるようご検討いただきたい。

日本高次脳機能障害友の会

5

○高次脳機能障害者は認知機能に障害があるという特性上、各種の契約や手続きに支援を要する。当事者の移動に関する支
援については、高次脳機能障害者にとっては移動のみに支援を要することは少なく、目的地に到着後の手続きにも支援が必
要な場合がある。現状では、相談支援専門員が通院や行政、銀行など各種手続きに無報酬で同行して支援を行っているケー
スが少なくない。 以上のことから、当事者の通院や各種手続きへ同行し支援することに対して報酬が発生させられるよう
な仕組みの検討や、現行の地域生活支援事業の移動支援をもう少し柔軟に活用できるよう見直しをご検討いただきたい。

日本高次脳機能障害友の会

（高次脳機能障害関係）
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וֹףּ

No 意見の内容 団体名

6
○重度訪問介護に意思決定支援の視点を導入し、年齢制限や中程度知的・精神障害者への対象を拡大して頂きたい。高次脳
機能障害等は、サービスに繋がりづらいことがあるので、意思決定支援を含む新たな重度訪問介護等を見直す際の対象に加
えて頂きたい。

全国自立生活センター協議会

7

○現行、第２号被保険者に関しては、退院後、原則介護保険が優先となっており、医師、ケアマネジャー等と通所リハビリ
テーションを利用する人が多い。しかしながら高次脳機能障害（失語症）の方に関しては、退院後は介護保険デイサービス
の通所ではなく、自立訓練（機能訓練）事業所による通所リハビリを利用する方がより有効でかつ効果的なリハビリテー
ションを受けることができる。このため機能訓練に関するサービス事業所を創設することで、地域で生活をしながらの「リ
ハビリテーション」が整備されることになる。利用者にとって、夫々に適した効果的なリハビリテーションを選択できるよ
うな制度が必要。

日本失語症協議会

8

○利用開始時の手続きについて、身体に障害がある場合、利用手続きにかなりの時間を要するため、回復期リハビリテー
ション病棟等からの退院までに利用手続きが間に合わず利用ができなくなる場合や、一旦老人保健施設等で待機せざるを得
ない場合が見られるため、身体障害者や高次脳機能障害者が、病院から継続して機能訓練を利用する場合にスムーズな利用
を図れるようにして頂きたい。

全国障害者自立訓練事業所協議会

9
○機能訓練において、高次脳機能障害者、失語症他の支援の強化のために人員配置基準を超えてリハ専門職等を配置した場
合に、リハビリテーション加算等において評価できるようにして頂きたい。また、公認心理師を評価の対象に加えて頂きた
い。

全国障害者自立訓練事業所協議会

10 ○視覚・聴覚言語障害者支援体制加算に準じ、高次脳機能障害者等支援体制加算等の新設について検討して頂きたい。 全国障害者自立訓練事業所協議会

11

○高次脳機能障害者には、集中力が続かない、易疲労性が強い、重度の社会的行動障害などの障害特性により、高い生産性
を望めないケースが存在しているため、そのようなケースが多く利用している事業所は運営がひっ迫している状況にある。
就労継続支援B型サービス費（Ⅰ）（Ⅱ）においても地域協働加算・ピアサポート実施加算が算定できる仕組みや、就労継続
支援B型サービス費（Ⅲ）（Ⅳ）の報酬単価の見直しをご検討いただきたい。

日本高次脳機能障害友の会
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No 意見の内容 団体名

１
○現行の報酬体系について、例えば 取得率の高い加算、特に適切なケアマネジメントを実施する際に
おいて実施すべき支援を基本報酬に組み込む等、簡素化への工夫を行ってはどうか。

日本相談支援専門員協会

２
○地域移行の更なる推進のために、相談支援事業所が協働運営体制を整備し、全ての相談支援事業を
実施していること及び主任相談支援専門員やピアサポーターを複数名配置することを要件とした新た
な報酬体系を設けてはどうか。

日本相談支援専門員協会

３
○サービス提供時モニタリング加算について、質の高い相談支援を提供すること及び医療等との連携
の更なる促進を踏まえて、地域生活支援事業により実施されるサービスや訪問看護、各種サロン等に
ついてもサービス提供時モニタリング加算の算定要件として頂きたい。

日本相談支援専門員協会

４
○退院・退所加算について、退院時に継続サービス利用支援を実施し、関係機関との連絡等により支
援内容を調整した場合を加算の対象とすべき。

日本相談支援専門員協会

５

○医療・保育・教育機関等連携加算について、継続サービス利用支援時においても本加算を算定でき
るようにして頂きたい。また、居宅介護支援と計画相談支援による支援がともに提供されている場合
は、介護支援専門員との連携について本加算の評価対象として頂きたい。民生委員等との連携につい
ても本加算の評価対象として頂きたい。さらに、業務量を適切に評価した報酬単価（100単位⇒200単
位）を設定すべき。

日本相談支援専門員協会

６
○初回加算について、適切な時期から相談支援を開始することを重視し、インフォーマル調整も含め
た初回加算の適切なあり方を検討して頂きたい。

日本相談支援専門員協会

７
○障害者の計画相談支援を担当する相談支援専門員が通院の同行をした場合を評価する加算の創設を
して頂きたい。

日本相談支援専門員協会

（精神障害者の地域移行等関係）
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No 意見の内容 団体名

８

○精神障害は疾病と障害の両面を持つものであり、福祉の支援に当たっては医療機関との連携をさら
に促進すべき。サービス開始に際しては医療機関との情報共有を必須とし、その後も医療機関への定
期報告を評価する。（相談支援専門員の作成するサービス等利用計画書、モニタリング報告書の医療
機関への共有について、年４回まで加算として評価すべき。）

日本精神神経科診療所協会

９
○計画相談は担当人数を制限するとともに計画作成、モニタリング報告書作成以外のヒアリングや情
報共有等も評価する。（サービス利用支援費（40件以上）を400単位、継続サービス利用支援費（40件
以上）を300単位程度に制限すべき。）

日本精神神経科診療所協会

10
○精神障害者支援体制加算の要件を厳格にして、医療機関の依頼を断ることなく対応するための手立
てを講じる必要がある。

全国地域で暮らそうネットワーク

11
○相談支援事業所が、本人の意向を踏まえて医療機関に情報を提供したのち、医療機関が相談支援事
業所に必要な情報を提供した場合、相談支援事業所を評価する必要があるのではないか。（入院時情
報連携加算の通院時への拡大、双方向を原則）

全国地域で暮らそうネットワーク
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論点１ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱いについて

論点２ 栄養状態のスクリーニング及び栄養改善の取組の充実について

論点３ 食事提供体制加算の経過措置の取扱いについて
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○ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数
以上であって、意思疎通に関する専門職が一定数以上配置されている場合、加算が算定できることになってい
る。

○ 一方で、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算を取得している施設・事業所には、意思疎通に関する専門職を
手厚く配置し、基準より多くの視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者を受け入れている施設・事業
所があるが、加算による評価は一律になっている。

○ 昨年５月の障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行を踏まえ、令和６年度中に
各自治体で策定される第７期障害福祉計画に向けた基本指針には、障害特性に配慮した意思疎通支援等の促進
を新たに盛り込むなど情報支援や意思疎通支援の重要性はますます高まっている。

ḱ

○ 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者を多く受け入れている事業所において、様々なコミュニ
ケーション手段を持つ利用者との交流にも配慮しつつ、より手厚い支援体制をとっている事業所に対して、更
なる評価を検討してはどうか。
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Â 生活介護、自立訓練（機能訓練、生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、

施設入所支援、共同生活援助

Â 単位数 41単位／日

ṇ ḱ

Â 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100分の30以上であること。

（重複の場合は２人換算）

※「重度の障害がある者」

①視覚障害者：身体障害者手帳１級又は２級であって、コミュニケーションに支障がある者

②聴覚障害者：身体障害者手帳２級に該当し、コミュニケーションに支障がある者

③言語機能障害者：身体障害者手帳３級に該当し、コミュニケーションに支障がある者

Â 視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者を、利用者の数を50で除した数以上配置していること。

※「専門性を有する者」

①視覚障害：点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者

②聴覚障害又は言語機能障害：手話通訳等を行うことができる者

101

○ 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が
一定数以上配置されている場合に算定可能。
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（出典）令和４年度障害者総合福祉推進事業「障害福祉サービスにおける視覚・聴覚言語障害者に対する支援の在り方に関する実態調査」
（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）
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図表１ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の算定事業所数・割合 図表２ 調査対象事業所のサービス種別

○ 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、加算算定事業所数で500箇所前後、全請求事業所に対する割合で
は１％程度で推移している。【図表１】
○ 加算を取得している事業所のサービス種別は、「生活介護」が36.1％、「就労継続支援B型」が23.2％、「施設入所
支援」が22.5％となっている。【図表２】
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（出典）令和４年度障害者総合福祉推進事業「障害福祉サービスにおける視覚・聴覚言語障害者に対する支援の在り方に関する実態調査」（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）

図表 視覚・聴覚言語障害者への支援に技術や専門性を有する職員の配置状況〔複数回答〕

○ 視覚・聴覚言語障害者への支援に技術や専門性を有する職員の配置状況は、加算取得事業所と加算未取得事業所で大きな開きがある。
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（出典）令和４年度障害者総合福祉推進事業「障害福祉サービスにおける視覚・聴覚言語障害者に対する支援の在り方に関する実態調査」（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）

図表１ 視覚・聴覚言語障害者の平均利用者数

図表２ 職員の加配状況

・ 加算については事業運営（環境整備、職員確保）に役立っ
ている。ただ、利用者の割合で30％の事業所と100％の事業所
では、業務の負担感がかなり違うと思うが、30％と100％で同
じ加算単位というのはどうかと感じる。
・ 利用者の30％以上等の加算要件については、なくしてしま
うと、集団（同じコミュニケーション手段を持つ集団）がな
くなってしまう恐れがある。集団での支援は必要だと思うの
で、要件は必要である。30％を超えた施設に関して加算が上
がっていくようなシステムがあるといいと思う。

＜視覚・聴覚言語障害者への支援を行っている事業所への
ヒアリング意見（抜粋）＞

○ 視覚・聴覚言語障害者支援加算を算定している事業所においては、前年度の平均利用者数は平均で33.1人であり、加算を届け出するた
めの利用者要件（30％）は9.9人のところ、加算算定要件に該当する視覚・聴覚言語障害者の数は平均22.2人となっている。【図表１】
○ 届出の加配従業者要件について、加配必要数（利用者数÷50）は平均で0.6人のところ、加配する従業者数は1.8人となっている。【図表
２】
○ また、視覚・聴覚言語障害者への支援を行っている事業所へのヒアリングにおいては、加算取得の要件について、受入状況に応じた設
定について意見があった。
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（算定要件）
・視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100分の30以上であること。
・視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者を、利用者の数を50で除した数以上配置していること。
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35.0%

○ 加算を算定している事業所において、加算の基準以上に、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある
者」を受け入れている事業所は、70.4％となっている。
○ また、「視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者」を、加算の基準以上に配置している事業所は、

76.1％となっている。

図表１ 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のあ

る者の受入れ状況別の事業所数の割合

図表２ 視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者の配置

状況別の事業所数の割合

（出典）令和４年度障害者総合福祉推進事業「障害福祉サービスにおける視覚・聴覚言語障害者に対する支援の在り方に関する実態調査」（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社） 105
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全ての障害者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要

障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資する

ṕể Ṗ

障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進
に当たり旨とすべき事項
① 障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする
② 日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく
情報取得等ができるようにする

③ 障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得
できるようにする

④ 高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を
通じて行う（デジタル社会）

¸国・地方公共団体の責務等（４条）
※障害者でない者にも資することを認識しつつ施策を行う

¸事業者の責務（５条）
¸国民の責務（６条）
¸国・地方公共団体・事業者等の相互の連携協力（７条）
¸障害者等の意見の尊重（８条）

※施行期日：令和４年５月25日

(1) ︣ ṕ11 Ṗ
① 機器・サービスの開発提供への助成、規格の標準化、障害
者・介助者への情報提供・入手支援

② 利用方法習得のための取組（居宅支援・講習会・相談対応
等）、当該取組を行う者への支援

③ 関係者による「協議の場」の設置 など
(2) ḱ ṕ12 Ṗ
① 障害の種類・程度に応じた迅速・確実な情報取得のための
体制の整備充実、設備・機器の設置の推進

② 多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進 など
(3) צּ ︡ ḱ

ṕ13 Ṗ
① 意思疎通支援者の確保・養成・資質の向上
② 事業者の取組への支援 など

(4) פּ ḱ ︣ ṕ14 Ṗ
国・地方公共団体について

① 相談対応に当たっての配慮
② 障害の種類・程度に応じて情報を提供するよう配慮
(5) ḱ ṕ15 Ṗ
機器等の有用性・意思疎通支援者が果たす役割等、障害者

による情報取得等の重要性に関する関心・理解を深めるため
の広報・啓発活動の充実 など
(6) ṕ16 Ṗ
障害者による情報取得等に関する調査研究の推進・成果の

普及

○障害者基本計画等（障害者基本法）に反映・障害者白書に実施状況を明示（９条）
○施策の実施に必要な法制上・財政上の措置等（10条）

ṕễ Ṗ ḱ ḱ ṕỆ ṌỊ Ṗ

ṕ11 Ṍ16 Ṗ

︣
ṕ ḱ ṇ Ṗ
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第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項
一 基本的理念
７ 障害者の社会参加を支える取組定着
（略）

また、読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現のため、視覚障害者等の読書環境
の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進
する。
さらに、障害者等による情報の取得利用・意思疎通を推進するため、障害者による情報の取得及び利用並びに意

思疎通に係る施策の推進に関する法律（令和四年法律第五十号）を踏まえ、デジタル担当や情報通信担当、産業政
策担当等の関係部局との連携を図りつつ、障害特性に配慮した意思疎通支援や支援者の養成、障害当事者によるＩ
ＣＴ活用等の促進を図る。

第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項等
四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進

第一の一の７における障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進に関しては、都道府県・市区町村におい
て、障害特性（聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体障害や難
病等）に配慮した意思疎通支援や支援者の養成、障害当事者によるＩＣＴ活用等の促進を図るため、次のような取
組を実施することが必要である。
㈠ 障害特性に配慮した意思疎通支援（手話通訳、要約筆記、代筆・代読、触手話や指点字等）のニーズを把握す

るための調査等
㈡ ニーズに対応した支援を実施するために必要な意思疎通支援者の養成
㈢ 意思疎通支援者の派遣及び設置を実施するための体制づくり（都道府県による広域派遣や派遣調整等を含む）
㈣ 遠隔地や緊急時等に対応するためのＩＣＴ機器等の利活用
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○ 令和３年度障害福祉サービス等報酬改定において、障害者支援施設における利用者の栄養状態の改善ととも
に、食べる喜び・楽しみ等の生活の質の向上を図る観点から栄養マネジメント加算等の見直しを行ったところ。

○ 介護保険における通所系サービス等においては、利用者の健康・栄養状態に応じて、必要な栄養ケアが受け
られる加算が位置付けられているが、障害福祉サービス等報酬における通所系サービスには、栄養ケア・マネ
ジメントの取組が位置付けられていない。

○ 通所系サービスの利用者の日常生活における支援の必要性は、生活介護利用者に特に多く、また、健康・栄
養状態や食べ方にも課題があることから、栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげてい
く必要がある。

ḱ

○ 介護保険における対応状況を参考に、生活介護において生活支援員や管理栄養士等の多職種と連携し、全て
の利用者の栄養状態のスクリーニングを行うとともに、栄養状態にリスクのある者に対して個別に栄養管理を
行う等、栄養ケア・マネジメントを行った場合の評価について検討してはどうか。
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ṕ 180
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ṕ Ṗ
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ṕ Ṗ
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ṕ Ṗ

23 Ṋ

障害者支援施設における栄養関連の加算の概要
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介護保険サービスにおける通所系サービス等の栄養関連加算について

サービス

通所介護
通所リハ 等

サービス

小多機、
認知症GH 等

軽度 重度

ḱ ṇ ṕ Ṗ （ :20単位/６か月、 :５単位/６か月）

介護職員等でも実施可能な口腔及び栄養状態のスクリーニングを実施し、その結果を介護支援専門員に
文書で報告した場合に算定
利用者全員

（50単位/月）

管理栄養士が多職種と共同して栄養アセスメントを実施し、利用者等への相談に応じるとともに、LIFE
を活用した場合に算定
口腔・栄養スクリーニング加算、栄養改善加算との併算定不可

（200単位/回（月２回まで））
低栄養状態の者に対し、栄養改善等を目的として個
別に（必要に応じて居宅を訪問し）栄養管理を行っ
た場合に算定

Ṯ GHṯ （30単位/月）

管理栄養士が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を月１回以上行った場合に算定

○ 介護保険サービスにおいては、通所系サービス等の利用者の健康・栄養状態に応じて、必要な栄養ケアが受けられる加算がある。

健康・栄養状態
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生活介護における栄養関連について（イメージ）

111

○ 生活介護においては、BMI等の測定による健康管理を継続的に行い、その結果を踏まえて日々の食事提供への配慮を行う。
○ また、栄養等に課題を抱える重度の障害者も多くいることから、栄養状態のスクリーニングを実施し、栄養状態にリスクのある者に対

しては、個別に栄養管理を行う等の栄養ケア・マネジメントを行う。

栄養状態にリスクのある者に対し、栄養改善等を目的として個別に（必要に応じて
居宅を訪問し）栄養管理を行う

Ṅ
事業所において、集団の食事管理が適切に行われているかの観点で、摂食量の記録やBMIの定期的な確認等を実施し
た上で、その結果を用いて管理栄養士や栄養士が献立作成に関わり、利用者に食事提供を行う

ṇ
生活支援員等でも実施可能な栄養状態のスクリーニングを実施し、その結果を相
談支援員に文書で報告する
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○ 障害支援区分に係る認定調査の内容から、サービス種別ごとに身の回りの世話や日常生活等に関連する項目を集計すると、生活介
護において、食事や健康・栄養管理に支援が必要な利用者の割合が多い。
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口腔清潔 調理

健康・栄養管理
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生活介護利用者における健康状態について

○ 健康状態について、やせの者の割合は18.4％、肥満者の割合は38.4％と栄養障害の二重負荷がある。
○ 生活習慣病を有する者の割合は42.6％であり、疾患としては、肥満や高血圧、糖尿病があげられる。

18.4 43.3 38.4

0 20 40 60 80 100
n-=485 

18.5

25

図 利用者のBMI（kg/m2）の状況

18.5 25

57.4 42.6

0 20 40 60 80 100
n-=516

図 利用者の生活習慣病の有無

14.0 

1.7

5.8

7.4

28.7

0 10 20 30

図 生活習慣病が有ると回答した利用者における
疾患の内訳（複数回答）

※ BMI

8.0 64.8 27.2

0 20 40 60 80 100

18.5 18.5 25 25

＜参考＞国民のBMI（kg/m2）の状況
（20歳以上 男女総数）

※
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生活介護利用者における食事や栄養に関する課題

33.5 66.5

0 20 40 60 80 100
n-=496

図 利用者の食事の課題の有無

10.0 
1.2 

2.8 
3.0 

6.5 
6.5 

12.0 
14.0 

16.7 
16.9 

19.5 
20.9 

0 10 20 30

図 食事の課題の内訳（複数回答）

図 管理栄養士等の関わりの有無別イベント
の発生割合

0.4 

16.3 

34.2 

66.6 

77.9 

0 20 40 60 80 100

※ 264 49.8

○ 食事に課題のある者は66.5％であり、「早食い」、「丸呑み」、「偏食」、「食べこぼし」等の食べ方に課題がある。
○ 利用時に管理栄養士・栄養士と関わりがあると回答した者は49.8％であり、関わりの内容は「食事の観察」、「食事の個別調整」

等がある。また、管理栄養士等の関わりがある者においては、施設入所や障害区分の重症化の発生割合が有意に低い。
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○ 平成18年の障害者自立支援法の施行に伴い、日中活動系サービスと短期入所の食費は全額自己負担となった
（自立支援法施行前は、食材料費のみが自己負担だった）が、収入が一定額以下の利用者については、激変緩
和措置として、人件費相当分を食事提供体制加算として事業所に支給し、利用者の負担が食材料費のみとなる
よう対応した。

○ 当初は平成21年３月31日までの経過措置であったが、以下のとおり経過措置を続けている。

・ 平成30年度報酬改定では、検討チームにおいて、「食事提供体制加算については、食事の提供に関する
実態等の調査・研究を十分に行った上で、引き続き、そのあり方を検討する。」と整理

・ 令和３年度報酬改定では、検討チームにおいて、「栄養面など障害児者の特性に応じた配慮や食育的な
観点など別の評価軸で評価することも考えられるかという点も含め、他制度とのバランス、在宅で生活す
る障害者との公平性等の観点も踏まえ、更に検討を深める。」とされ、経過措置を延長した。

○ 令和４年度障害者総合福祉推進事業（通所サービス事業所における食事の提供に係る他制度比較に関する調
査研究）においては、障害児者は一般的に栄養・健康リスクが高く、施設における食事の提供が障害児者の健
康の確保に効果が見込めることが示唆された。

ḱ
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○ 食事提供体制加算の経過措置について、食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から、例えば、

・ 管理栄養士や栄養士が献立作成に関わること（外部委託可）若しくは、栄養ケアステーション又は保健所
等が栄養面について確認した献立であること

・ 利用者の摂食量の記録をしていること

・ 体重の定期的な測定やBMIによる定期的な評価をしていること

といった場合について評価を行うことを検討してはどうか。その上で、他制度とのバランス、在宅で生活する
障害者との公平性等の観点を踏まえつつ、今後、経過措置の実施状況や効果を踏まえた上で、更に検討を深め
ることとしてはどうか。
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Â 平成18年の障害者自立支援法の施行に伴い、日中活動系サービスと短期入所の食費は原則として全額自己負担となったが、低所得者
及び市町村民税所得割の額が16万円未満の者については、激変緩和措置として、人件費相当分を食事提供体制加算として事業所に支
給し、利用者の負担が食材料費のみとなるよう対応した。（当初は平成21年３月31日まで。以降延長を続けている。）

Â 平成27年度報酬改定において、食事の提供に要する費用の実態を踏まえ、加算単位を見直し（ 42単位→30単位）。

Â 平成27年10月9日の財政審において、「通所サービス利用者に対する食費負担軽減措置の見直しを含む利用者負担の在り方の見直
し」について検討すべきとの指摘。

Â 障害者総合支援法施行後３年の見直しに係る報告書（平成27年12月社会保障審議会障害者部会）において、「利用者負担に関する経
過措置（食事提供体制加算等）の見直しについては、時限的な措置であること、施行後10年を経過すること、平成22年度より障害福
祉サービスの低所得者の利用者負担が無料となっていること、他制度とのバランスや公平性等を踏まえて検討すべきである。」との指
摘があった。

Â 平成30年度報酬改定では、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、「食事提供体制加算については、食事の提供に関する
実態等の調査・研究を十分に行った上で、引き続き、そのあり方を検討する。」と整理。

Â 令和３年度報酬改定では、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、「栄養面など障害児者の特性に応じた配慮や食育的な観
点など別の評価軸で評価することも考えられるかという点も含め、他制度とのバランス、在宅で生活する障害者との公平性等の観点も
踏まえ、更に検討を深める。」と整理し、経過措置を延長した。

Â 生活介護、短期入所、自立訓練（機能訓練、生活訓練）、就労移行支援、

就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型 （※）施設入所者は除く。

Â 単位数 通所系：30単位 短期入所、宿泊型自立訓練：48単位

ṇ ḱ 食事提供体制加算算定時の利用者負担額
（日中活動系サービスの場合）

人件費 食材料費 事業所は、食事の提
供に要する費用を利
用者から受領できる
が、食事提供体制加
算により、利用者の
食費負担額が軽減し、
食材料費のみを負担。

○ 収入が一定額以下（生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満）の利用者に対して、事業所が原則とし
て当該施設内の調理室を使用して、調理員による食事の提供を行った場合に算定可能。
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Ђ˔РІ
ᴥ▄▄
יּ

Ђ˔РІχ
יּ

▄
ᴥ▄▄
ⱧỘ

Ђ˔РІχ
ⱧỘ

ⱧỘ ▄

ᶨᵒῐ 137,763 303,462 45.4% 8,349 12,526 66.7%

ṍ 41,909 52,504 79.8% 4,411 5,641 78.2%

ἷꜛ Ἡ 2,060 2,960 69.6% 162 225 72.0%

ꜛ Ἡ ˢṐ Ἡ ˣ 400 2,217 18.0% 85 183 46.4%

ꜛ Ἡ ˢ ᶨἩ ˣ 4,871 14,441 33.7% 640 1,312 48.8%

ӱ“◦כ 11,081 36,315 30.5% 1,311 2,934 44.7%

Ὃ ˢ͖כ◦
ἷˣ

19,041 85,421 22.3% 1,549 4,415 35.1%

Ὃ ˢ͗כ◦
ἷˣ

161,487 333,690 48.4% 9,245 16,295 56.7%

ⱪ כ◦ 17,787 136,614 13.0% 598 10,911 5.5%

Ӻ ἷⱪ כ◦ 922 1,416 65.1% 80 86 93.0%

›ὓ 397,321 969,040 26,430 54,528

（出典）国保連データ（令和５年４月分）
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背景・目的

令和３年度障害福祉サービス等報酬改定における食事提供体制加算・食事提供加算の延長を踏まえ、

高齢者や児童に対する食事の提供状況や、介護報酬・公定価格における制度的な対応について調査する

とともに障害福祉分野との比較を行うことに加え、障害児者の食事を取り巻く課題等についての先行研

究の整理と食事の提供の現状を整理し、今後の報酬体系の検討における基礎資料の作成に活用すること

を目的とする。

方法・対象等

Å 文献調査

Å障害児・者の、食事・栄養・健康に関する問題および必要な配慮の整理

：一般社団法人日本健康・栄養システム学会、令和３年度障害者総合福祉推進事業「障害特性を踏ま
えた栄養ケア・マネージメントのあり方に関する調査研究」の成果（先行研究レビュー）も参照しな
がら、障害児・者の「栄養・健康リスク」「食行動・食生活習慣」「食事環境」「栄養介入」を整理

Å食事に関する制度の領域間比較

：障害福祉領域、児童福祉領域、高齢者福祉領域における、食事提供や栄養管理等にかかる加算の実
施状況について、制度間での比較を行いつつ整理

Å アンケート調査

Å全国の食事提供体制加算・食事提供加算対象の事業所を対象に、事業所について尋ねた事業所票、
利用者個々について尋ねた利用者票の2種類計4種類を作成。電子ファイルを配布・回収

対象 配布数 回収数 有効回答率 利用者票数

障害者通所サービス 6770票 1832票 25.9% 10,552名分

障害児通所サービス 2405票 558票 21.6% 1,589名分

参考（短期入所、宿泊型自立訓練） 1556票 312票 16.7% 606名分
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Å 障害者の栄養・健康リスクとして、肥満や低栄養双方のリスク、食事に関する問題点の多さから食事支援
の必要性の高さを示す報告がある。食行動・食生活習慣として、知的障害児について食品拒否率の高さ、
よく噛まないこと等の報告がある。また、食事環境として、座って食べる、人と食べる等の課題も報告さ
れている。一方、これらへの栄養介入の効果として、体重の減少や食事多様性の向上等に関するものも事
例としての報告があるほか、施設で食事を提供されている場合、休日よりも平日の方が食事内容の評価が
高いといった報告もあった。

Å 各領域について「食事の提供に要する費用」の負担者という点で比較すると、障害児者福祉領域および高
齢者福祉領域では、利用者負担となっており、障害児者については所得の低い人に限って加算による公費
負担が行われていた。

アンケート調査の結果

Å 障害者通所サービス利用者票における利用者の肥満率（やせ率）は男性32.1％（11.5%）、女性38.9％
（13.0％）であった。

Å 障害児者ともに、食事提供のある事業所の方が、提供のない事業所よりも体重や身長の定期的な把握をし
ている割合が大きい。

Å 障害児者共に、食事提供（体制）加算算定事業所では栄養管理や食事提供の工夫の実施率が高い。
Å 食事提供（体制）加算算定事業所の方が、算定のない事業所よりも栄養士・管理栄養士の雇用率が高い。

先行研究の整理

まとめ

Å 先行研究では、障害児者には食事をめぐる様々なリスクに対する栄養管理等の一定の介入が必要とする報
告がみられた。サービス事業所に可能な限り費用面での支援を行うことで、障害児者の栄養・健康面のケ
アを行うことが可能になることが期待される。

Å アンケート調査結果では、食事提供事業所で利用者の体重等の管理が、よりなされていること、食事提供
（体制）加算算定事業所において、より栄養管理、提供時の配慮がなされていること等が明らかとなった。
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図表通所事業所利用者の肥満・やせの状態

（出典）令和４年度障害者総合福祉推進事業「通所サービス事業所における食事の

提供に係る他制度比較に関する調査研究」報告書

＜参考＞国民の肥満・やせの状況（男女計 20歳以上）

（％）

（出典）令和元年国民健康・栄養調査

○ 通所事業所の利用者は、「肥満」及び「やせ」の者の割合が約５割であり、令和元年国民健康・栄養調査の結果と比較すると、
「肥満」及び「やせ」の割合が高くなっている。
※ BMI 25.0kg/ m

2
以上を「肥満」、18.5kg/m

2
未満を「やせ」、18.5kg/m

2
以上25 kg/m

2
未満を「普通」としている。
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※用語の定義（以降、同様）

介護・自立訓練：生活介護、自立訓練

就労系：就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型

算定：食事提供体制加算を算定している事業所

算定なし提供：食事提供体制加算を算定していないものの、食事を提供している事業所

提供なし：食事を提供していない事業所
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図表 通所事業所の利用者に摂食・嚥下機能に問題のある方がいる 事業所の割合

（出典）令和４年度障害者総合福祉推進事業「通所サービス事業所における食事の提供に係る他制度比較に関する調査研究」報告書

○ 通所事業所の利用者のうち、「摂食・嚥下機能に問題のある方がいる」事業所の割合は、食事提供体制加算を算定している事業所
（就労系以外）において、56％となっている。
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Ệ ṡ ṇ וֹףּ ︣
Ṣ ṕ Ṗ

増田・田高・渡部・大重（2012）では、日本のある地域の 5 通所施設・相談施設に通う男女39人を対象に、
BMI、 ḭ ךּ ḭ BMI ︣

ḭשּ ךּ צּ כֿךּ ︡ ךּ Ḯ知
的障害者に疾患が発生した場合には、自力で通院や服薬、疾患コントロールを行うことは困難が多いこと、医
師等病院スタッフからは知的障害者との治療上のコミュニケーションが困難である可能性についても言及し、
一般成人においてと同等かそれ以上に、地域で暮らす知的障害者の肥満予防が重要な課題であるとされている。

作田・尾ノ井・米倉ほか（2014）は、兵庫県、大阪府京都府、奈良県の知的障害児通園施設（6施設）を2009

年に利用している1～5歳までの ︡ḭṡ Ṣḭ
ṡ Ṣḭṡ Ṣּצ צּ ךּ ךּ צּ כֿךּ ḭ צּ
ḭ ︡ טּצּ ḭ ךּ ︡ צּ
ךּ ︡ ךּ Ḯ

○ 令和４年度障害者総合福祉推進事業「通所サービス事業所における食事の提供に係る他制度比較に関する調査研究」の文献調査に
よると、障害児者については、一般の児者と比較してBMIの値が有意に高いことが先行研究において指摘がされている。
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（出典）令和４年度障害者総合福祉推進事業「通所サービス事業所における食事の提供に係る他制度比較に関する

調査研究」報告書

図表３ 献立の作成者の状況

図表２ 事業所における食事の摂取量の記録状況

図表１ 事業所における栄養状態を考慮した量（エネルギー量）の食事の提供状況

○ 食事提供体制加算を算定している事業所（就労系以外）においては、利用者ごとの栄養状態を考慮したエネル
ギー量の食事を70.8％の事業所で提供しているとともに、献立の作成にあたっては、食事提供体制加算を算定して
いる事業所の80.6％で栄養士等が関わっている。
○ 摂取量については、82.9％の事業所が「基本的に毎食分記録している」または「必要に応じて記録している」と
回答している。
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（出典）令和４年度障害者総合福祉推進事業「通所サービス事業所における食事の提供に係る他制度比較に関する調査研究」報告書

図表１ 事業所における利用者の栄養・健康管理の工夫

○ 事業所における健康・栄養管理に係る工夫については、食事提供体制加算を算定している事業所（就労系以外）
において、「定期的な身長測定・体重測定」、「BMI等による経時的な状況の評価」、「疾患や摂食・嚥下機能の
把握」が高い割合で実施されている。
○ また、食事提供における工夫として、食事提供体制加算を算定している事業所は「食材の切り方や調理方法の工
夫」、「アレルギー等の把握や、安心・安全に配慮した食材の調達」、「楽しく食事ができるような環境づくり」
等を高い割合で実施していた。

図表２ 事業所の食事提供における工夫
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図表 利用者の6か月間の体重の維持・変化

（出典）令和４年度障害者総合福祉推進事業「通所サービス事業所における食事の提供に係る他制度比較に関する調査研究」報告書を基に作成

○ 利用者の６か月間の体重の変化の有無をみると、食事提供体制加算を算定している事業所においては、「肥
満」または「やせ」の利用者の4.7％に状態の改善がみられ、食事の提供のない事業所と比べて高い値となった。
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וֹףּ

No 意見の内容 団体名

1
○全国のろう重複障害者施設はコミュニケーション支援等を評価していただくことで適正な運営ができる。質の高
いサービスを提供し続けるためには視覚聴覚言語障害者支援体制加算（要件・単位）を維持して頂きたい。

全日本ろうあ連盟

2

○質の高いサービスを提供できるよう、聴覚障害職員等がサービス管理責任者及び児童発達管理責任者研修、虐待
防止研修、集団指導（オンライン講義も含めて）等を受講する際、手話通訳等の情報保障を行って頂きたい。その
上、地域全体をカバーできる聴覚・ろう重複障害児・者に対応した専門的な施設・事業所のサービス提供体制を確
保できるよう関係機関、行政等で調整を行う必要がある。

全日本ろうあ連盟

3

○インクルージョンの推進の中、聴覚・ろう重複障害児・者は、集団（言語的なコミュニティ等）生活の支援を必
要としており、聴覚・ろう重複障害に特化した専門施設の社会資源を拡充するとともに聴覚障害者団体、聴覚・ろ
う重複児の親の会と情報交換・意見交換を行うなど、サービスや運営等を適切に実施しているかどうかの評価が必
要。

全日本ろうあ連盟
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No 意見の内容 団体名

1
○食事提供体制加算が廃止された場合、事業所における提供体制を維持することが困難となる可能性があり、結果
として利用者の生活面（食生活を含む）における問題を誘発しかねない。食事提供体制加算廃止が利用者の生活に
及ぼす影響の甚大さ等をふまえ、経過措置の延長ではなく、同加算の恒久化を。

全国社会就労センター協議会

2
○在宅の障害者にとって、日中系サービスを利用する時の食事が地域生活を支えている実態がある。利用者負担の
軽減の観点から、経過措置の延長ではなく恒久化が必要。

全国身体障害者施設協議会

3
○食事提供体制加算、補足給付及び利用者負担額等を再設定することによる、地域生活への移行支援、地域生活支
援拠点等の充実のための予算の重点配分が必要。

全国地域生活支援ネットワーク（同旨：全国
地域で暮らそうネットワーク、DPI日本会
議）

4

○食事提供加算と補足給付は、施設でサービスを受けている人にだけ支給されるため、自宅でサービスを受けてい
る人や施設を利用していない人との間で大きな格差がある。また、利用者負担に関しては、年金を受けている低所
得者にはさらなる経済的な支援が必要。ただし、制度の持続可能性を考えると一定の負担も求める必要があるが、
利用者の状況を考慮した公平な配慮も重要。

全国自立生活センター協議会

5
○本会調査によれば、本加算がなくなった際に事業所で負担することは困難であるとの回答が多数を占めており、
バランスのとれた食事の機会を失うことや利用者負担の増加が懸念されるため、本加算を恒久化する。

日本知的障害者福祉協会

6 ○食事提供体制加算を継続・増額し、恒久的な制度にすべきである。 きょうされん
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横断的事項の論点

論点１ 情報公表制度について

論点２ 地域区分について
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○ 障害福祉サービス等情報公表制度については、利用者の良質なサービスの選択に資すること等を目的として
①事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、②都道府
県知事が報告された内容を公表するものとして、平成30年度に創設された。

○ 一方、現状において、公表済み事業所は約８割程度（※）に留まっている状況であり、障害者部会報告書に
おいても、「利用者への情報公表と災害発生時の迅速な情報共有を図るため、事業所情報の都道府県知事等へ
の報告・公表をさらに促進する方法について検討すること」が記載されている。

（※）参考 障害福祉サービス等情報公表制度における公表率の推移（各年度３月末時点）

○ また、事業所情報のうち、財務状況の公表が低調（全事業所の４割程度）となっており、財務状況の公表
を徹底することや、医療、介護分野と同様に、経営情報のデータベース化の検討を速やかに進め、必要な措置
を講じるべき、ということが指摘されている。

ḱ

○ 情報公表制度は、施行から一定期間経過していることや、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共
有、財務状況の見える化の推進を図る観点からも、障害福祉サービス等情報公表システム上、未公表となって
いる事業所への報酬による対応を検討してはどうか。

※ 一部の情報が未公表となっている事業所に対しては、一定の猶予期間を設けた上で報酬による対応等を
行うこともあわせて検討してはどうか。

○ また、指定の更新の際に指定権者が事業所情報の公表の有無を確実に確認し、都道府県知事等への報告・
公表ができない特段の理由がある場合を除き、指定更新の条件とすることを検討してはどうか。

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

70.1% 76.0% 81.2% 82.6% 83.6%
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財政制度分科会（令和４年11月７日）資料抜粋
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災害時情報共有システム（障害者支援施設等分）

障害者支援施設等に係る災害時情報共有システムの活用により、災害発生時における障害者支援施設等の被害状況等を
国・地方公共団体等が迅速に把握・共有し、被災施設等への迅速かつ適切な支援（停電施設への電源車の手配等）につなげ
る。

事業概要

システムイメージ

システムで取扱う主な災害情報

・人的被害の有無

・建物被害の有無

・建物被害の状況

・ライフライン(電気・水道等)の状況

・物資(食料・飲料水等)の状況

・支援の要否

・避難又は開所の有無 など

システム化によるメリット

ü被災施設等への支援の迅速化
※関係機関において施設のリアルタイムの災害情報が把握出来るため、迅速な支援が可能

ü自治体の事務負担軽減及び災害対応業務の重点化・効率化
※従来自治体職員が行っていた被災施設の状況確認や国等への報告業務が省略化され、より優先度の高い業務への従事が可能
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○ 障害福祉サービス等報酬においては、地域ごとの人件費の差を調整するため、地域区分を設定し、地域別・
人件費割合別に１単位当たりの単価を定めている。

○ この地域区分は、原則として、公務員の地域手当（※）の区分に準拠して設定している。その上で、平成
30年度報酬改定以降は、原則、介護の地域区分に合わせつつ、障害分野については以下の対応を行っている。

（※）地域手当の区分については、平成27年度に見直しが行われており、次回は令和７年度に見直しが行われ
る予定。

○ 介護報酬においては、令和６年度報酬改定に向けて、公平性を欠く状況にあると考えられる自治体を対象と
して、令和３年度報酬改定において採用された特例を継続しつつ、新たな複数隣接ルール等の特例を設ける
対応案が示されている。（論点２ 参考資料⑨～⑪参照）

○ 障害福祉サービス等報酬においては、平成30年度改定時に、報酬単価の大幅な変動を緩和する観点から、
自治体の意向を聴取し、見直し前の区分を設定可能とする経過措置を設け、令和５年度末まで延長している。

さらに、令和３年度報酬改定では、隣接地域とのバランスを考慮し、なお公平性を確保すべきと考えられる
場合について、以下の特例を設けたところ。

（特例の内容）

以下①または②の場合、隣接地域の地域区分のうち一番低い区分までの範囲で、見直すことを認める。

① 高い地域区分の地域に全て囲まれている場合

② 公務員の地域手当の設定がない（０％）地域であって、当該地域よりも高い地域区分の地域が複数隣接しており、
かつ、その中に３級地以上の級地差がある地域が含まれている場合

ḱ
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○ 一方で、平成30年度及び令和３年度改定時に、従前の地域区分より引き下がった一部の自治体から、隣接
地域とのバランスを踏まえ、従前の地域区分を適用したい旨の要望が出ている。

ḱ ṕ Ṗקּ

○ 障害福祉サービス等報酬における地域区分については、平成30年度以降、介護報酬の地域区分と同じ区分と
していることから、介護報酬における令和６年度報酬改定の内容を含め、引き続き、原則として、介護報酬と
同じ区分とすることを検討してはどうか。

○ 平成30年度報酬改定の際に設けられた経過措置を適用している自治体において、当該自治体の意向により、
令和８年度末まで延長することを検討してはどうか。

○ また、これまでの障害福祉サービス等の実施状況を踏まえて、平成30年度報酬改定時以降に、介護報酬と同
じ区分に変更した自治体に対しても改めて意向を確認した上で、従前の区分を選択できるようにすることを検
討してはどうか（令和８年度末までの適用）。
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【原則】公務員（国家・地方）の地域手当の設定に準拠

【特例】①又は②の場合、隣接地域の地域区分のうち一番低い区分までの範囲で、見直すことを認める。

① 高い地域区分の地域に全て囲まれている場合 ※ 低い級地に囲まれている場合の引き下げも可能

② 公務員の地域手当の設定がない(０％)地域であって、当該地域よりも高い地域区分の地域が
複数隣接しており、かつ、その中に３級地以上の級地差がある地域が含まれている場合
※ 引き下げは、地域手当の設定がある地域も可能

○特例
隣接地域の地域区分のうち、
一番低い区分までの範囲で
選択可能

→ ６％又は10％を選択可

○特例
隣接地域の地域区分のうち、
一番低い区分までの範囲で
選択可能

→ ３％を選択可

( )

( )

３級地差
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地域区分の設定方法について（令和３年度報酬改定）



現在の地域区分の適用地域（障害者サービス）※経過措置適用地域以外

23 6 25 22 47 131 164 1,273
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現在の地域区分の適用地域（障害者サービス）※経過措置適用地域

4 6 6 5 7

4 3 7 7

5 3 4

7 6

5 6 7 6

5

6

6

6

6

4 3 4 5 32 2
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現在の地域区分の適用地域（障害児サービス）※経過措置適用地域以外

23 6 27 23 47 132 153 1,298
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現在の地域区分の適用地域（障害児サービス）※経過措置適用地域

6 4 6 6 7 6

5 7

4 5 6 7 7

6 7

5 7

6 5 7

7

6 7

7

7

7

7

7
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地域区分と１単位あたりの単価（障害者サービス）

1 2 3 4 5 6 7

20% 16% 15% 12% 10% 6% 3% 0%

11.20 10.96 10.90 10.72 10.60 10.36 10.18 10

11.20 10.96 10.90 10.72 10.60 10.36 10.18 10

11.20 10.96 10.90 10.72 10.60 10.36 10.18 10

11.20 10.96 10.90 10.72 10.60 10.36 10.18 10

10

11.22 10.98 10.92 10.73 10.61 10.37 10.18 10

11.20 10.96 10.90 10.72 10.60 10.36 10.18 10

11.20 10.96 10.90 10.72 10.60 10.36 10.18 10

11.32 11.06 10.99 10.79 10.66 10.40 10.20 10

11.18 10.94 10.89 10.71 10.59 10.35 10.18 10

11.18 10.94 10.89 10.71 10.59 10.35 10.18 10

11.18 10.94 10.89 10.71 10.59 10.35 10.18 10

11.14 10.91 10.86 10.68 10.57 10.34 10.17 10

11.14 10.91 10.86 10.68 10.57 10.34 10.17 10

11.20 10.96 10.90 10.72 10.60 10.36 10.18 10

11.20 10.96 10.90 10.72 10.60 10.36 10.18 10

11.60 11.28 11.20 10.96 10.80 10.48 10.24 10

11.20 10.96 10.90 10.72 10.60 10.36 10.18 10

11.20 10.96 10.90 10.72 10.60 10.36 10.18 10
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地域区分と１単位あたりの単価（障害児サービス）

20% 16% 15% 12% 10% 6% 3% 0%

11.24 10.99 10.93 10.74 10.62 10.37 10.19 10

11.20 10.96 10.90 10.72 10.60 10.36 10.18 10

11.52 11.22 11.14 10.91 10.76 10.46 10.23 10

10

11.20 10.96 10.90 10.72 10.60 10.36 10.18 10

11.52 11.22 11.14 10.91 10.76 10.46 10.23 10

11.24 10.99 10.93 10.74 10.62 10.37 10.19 10

11.24 10.99 10.93 10.74 10.62 10.37 10.19 10

11.12 10.90 10.84 10.67 10.56 10.33 10.17 10

11.24 10.99 10.93 10.74 10.62 10.37 10.19 10

11.22 10.98 10.92 10.73 10.61 10.37 10.18 10

11.10 10.88 10.83 10.66 10.55 10.33 10.17 10

11.24 10.99 10.93 10.74 10.62 10.37 10.19 10

11.20 10.96 10.90 10.72 10.60 10.36 10.18 10

11.24 10.99 10.93 10.74 10.62 10.37 10.19 10

11.28 11.02 10.97 10.77 10.64 10.39 10.19 10

11.22 10.98 10.92 10.73 10.61 10.37 10.18 10

10

10

10

11.20 10.96 10.90 10.72 10.60 10.36 10.18 10
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※ 平成２７年度の地域区分の見直しに当たり、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、従前の設定値と見直し後の設定値の範囲内で選択することが
可能とする経過措置を認めた。引き続き、令和８年度末まで経過措置を認める。

※ 各報酬改定時には、当該年度の特例に該当する自治体の意向を確認し、適用級地の変更を行っている。なお、一度適用された級地は、経過措置の場合
を除き、引き続き適用されている。

※ 隣接する地域の状況については、同一都道府県内のみの状況に基づき判断することも可能とする。（①のみ）
※ 広域連合については、構成自治体に適用されている区分の範囲内で選択することを認める。

̉ᴇ ₴↓˺ Ḹ ὑ ׄ ᷂ḢӢѝ ᷂ ὑ
224

R5.9.15
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᷂ḢӢѝ ὑ ̉ᴇ ₴↓ ὑ

○高い地域区分の地域に全て
囲まれている場合

⇒隣接地域の地域区分のうち、
一番低い区分までの範囲で
選択可能
（６％又は10％を選択可）

○その他(0%)地域であって、
高い地域区分の地域と複数
隣接し、その中に４級地以
上の級地差がある地域が含
まれている場合

⇒隣接地域の高い地域区分の
うち、一番低い区分までの
範囲で選択可能

（３％を選択可）

( )

( )

４級地差

○低い地域区分の地域に全て
囲まれている場合

⇒隣接地域の地域区分のうち、
一番高い区分までの範囲で
選択可能
（15％又は12％を選択可）

○低い地域区分の地域と複数
隣接し、その中に４級地以
上の級地差がある地域が含
まれている場合

⇒隣接地域の低い地域区分の
うち、一番高い区分までの
範囲で選択可能

（15％又は12％を選択可）

( )

( )

４級地差

224
R5.9.15
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᷂ḢӢѝ ὑ ̉ᴇ ₴↓ ὑ

○５級地以上の級地差がある
地域と隣接している場合

⇒４級地差になるまで引き上げ
が可能

（10％（５級地）を選択可）

( )

５級地差

○その他(0%)の地域であって、
高い地域区分の地域に囲まれ
ており、同一の区分(0%)とは
単一の隣接となっている場合

⇒隣接地域の高い地域区分のう
ち、一番低い区分までの範囲
で選択可能

（３％を選択可）

○５級地以上の級地差がある
地域と隣接している場合

⇒４級地差になるまで引き下げ
が可能

（16％（２級地）を選択可）

( )

５級地差

○低い地域区分の地域と隣接し
ている場合（高い区分とは接
していない）

⇒隣接地域の低い地域区分のう
ち、一番高い区分までの範囲
で選択可能

（10％を選択可）

224
R5.9.15
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○ 障害者支援施設は、市町村、都道府県が作成する障害福祉計画において設定された地域生活へ移行する者
の数や入所者数の削減に関する目標値を踏まえ、地域移行に取り組んでいる一方、障害者の重度化・高齢化
を踏まえて、人員の確保を図りながら強度行動障害を有する者、医療的ケアの必要な者などのための専門的
支援を行っている。

○ 障害者部会報告書では、「障害者支援施設では、これまでも強度行動障害や医療的ケアのある方など様々
な障害者に対する支援を実施しているが、個々の利用者に対する支援の質の向上に向けて、ユニット化や個
室化など適切な個別支援に向けた必要な生活環境の把握を進めるとともに、障害者支援施設が果たしている
専門的な支援等における役割を踏まえ、現行の人員配置や支援内容に対する報酬上の評価等について検討す
べきである。」と指摘された。

○ また、同報告書では、「更なる地域移行、地域生活支援を進めていくために、この間の地域移行の進展状
況や、そのために必要な地域生活支援施策の実施状況についての実態把握を行い、各施策の検証を行ってい
くともに、具体的な課題については当該課題に応じた形で検討を着実に進め、障害者の地域移行、地域生活
がさらに促進されるための取組を継続的に行っていく必要がある。」とされている。

○ 「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（令和５年５
月19日）では、地域生活への移行を進めるため、施設入所者数の６％以上の地域生活への移行と、施設入所
者数を５％以上削減することを基本としている。

ḱ
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○ 障害者支援施設等の指定基準に、すべての施設入所者の地域生活への移行に関する意向について、適切に
意思決定支援を行いつつ確認することを規定することに加え（9/ 27検討チーム提案済）、 施設外の日中活
動系サービスの利用の意向についても意思決定支援を行い確認し、希望に応じたサービス利用になるように
しなければならない旨を規定してはどうか。

○ また、地域移行に向けた動機付け支援については、例えば、グループホームの見学や食事利用に加え
（9/ 27検討チーム提案済） 、施設外の通所事業所への見学や食事利用、地域の活動への参加等を行った場
合に評価を検討してはどうか。

○ 生活介護等の送迎加算において、これまで施設入所者については、送迎の利用者として対象外とされてい
たが、本人が希望する日中活動の場の提供を促進する観点から、入所している障害者支援施設と隣接してい
ない日中活動系の事業所への送迎に限定して、送迎加算の対象とすることを検討してはどうか。

○ 障害者支援施設の在り方についての検討を進めるため、令和６年度において、今後の障害者支援施設が担
う役割や機能等に関して整理しつつ、更なる地域移行を進めていくための調査研究の実施や検討の場を設け
ることを検討してはどうか。
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障害者支援施設の在り方等に係る今後の検討スケジュール案（イメージ）

Ệ ệ Ỉ

地域移行

専門的支援

障害者支援
施設での看
取り

︣

障害者部会報告書も
参考に、今後の障害
者支援施設の役割等
に関する調査研究等
を、広く関係者が参
画して実施

ṇ
ṇ

障害福祉サービス等
に係る報酬について、
令和６年度報酬改定
に向けて議論

必要に応じて、報酬改定
等での対応を検討

令和６年度に向けた
障害福祉計画及び障
害児福祉計画に係る
基本指針の見直し

障害者部

会報告書

の取りま

とめ

報
酬
改
定

調査研究等での議論を
踏まえ、報酬改定等で
の対応を検討

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するため
の基本的な指針（第７期障害福祉計画・令和６年度～令和８年度）

○ 障害者部会報告書等の指摘や、障害者支援施設の重度化・高齢化の状況等を踏まえ、障害者支援施設の役割や、地域
移行の更なる推進、強度行動障害を有する者や医療的ケアの必要な者等への専門的支援、障害者支援施設での看取りを
希望する障害者に対する支援について検討を行う。

154

障害者支援施設における利用者の高齢化について実態調
査を行うとともに、高齢期～終末期の利用者への対応に
ついて医療機関と連携している事例等について調査を行
い、課題や施設が備えるべき事項等について調査研究を
実施



送迎加算について

○ 利用者に対して、その居宅と事業所との間等の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数が算定可能。ただし、
入所者は加算算定対象者から除かれている。

Â ḭ ṕ Ṗḭ ṕ Ṗḭ ḭ Ọ ḭ

ọ

※生活介護においては、障害支援区分5、6又はこれに準ずる者が60/100 以上いる場合は、さらに28単位／回

送迎加算（Ⅰ） 21単位／回
1回の送迎につき平均10人以上（※）が利用、かつ、週3回以上の送迎を実施
（※）利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100 以上

送迎加算（Ⅱ） 10単位／回
①1回の送迎にあたり平均10人以上が利用
（利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100 以上が利用）
②週3回以上の送迎を実施

利用者に対して、居宅等と短期入所事業所との間の送迎を行った場合に算定可（186単位／回）

Â
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施設入所者の昼間サービスの利用状況（１）

73.7 

84.6 

74.9 

65.8 

25.4 

15.4 

24.8 

31.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[n=662]

[n=104]

[n=359]

[n=199]

ṕ Ṗ

[n=158]

[n=14] [n=84]
[n=60]

5.5 5.1 5.7 5.2

66.4 27.5 74.7 64.0

4.3 - 6.5 2.1

21.9 16.6 20.4 25.3

0.9 0.7 0.9 1.0

4.6 4.2 4.0 5.5

49.8

○ 「施設外の昼間サービスを利用している施設入所者がいる」施設は、25.4％となっている。
○ また、施設外のサービスを利用している者の平均実人数は、5.5人となっており、全体の11％となっており、延べ
人数の約３割を通所先の事業所が送迎していた。
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施設入所者の昼間サービスの利用状況（２）

○ 施設外の昼間サービスを利用している理由としては、「本人や家族が他の事業所のサービス利用を希望したた
め」が70.2％、「施設の昼間実施サービスの内容等がその入所者の状態・ニーズに合わないため」が45.8％、
「施設で実施していない種類のサービスを利用するため」が37.5％となっている。

37.5 

45.8 

70.2 

19.0 

3.6 

7.7 

0.0 

56.3 

25.0 

75.0 

31.3 

6.3 

6.3 

0.0 

34.8 

50.6 

70.8 

15.7 

3.4 

7.9 

0.0 

36.5 

44.4 

68.3 

20.6 

3.2 

7.9 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[n=168] [n=16] [n=89] [n=63]
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障害者支援施設における個室化・ユニット化の状況

63.4%

59.3%

29.1%

30.9%

2.5%

3.7%

5.0%

5.9%

0.0%

0.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R4
[n=653]

R1
[n=681]

ᾤע ͎ ᴒ ͏ ᴒ ͐ ᴒ ͑ ӟ ᴒ

15.3%

13.4%

83.2%

83.9%

1.5%

2.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R4
[n=662]

R1
[n=688]

○ 障害者支援施設の人数別の居室数における「個室」の割合は、令和４年度で63.4％となっている。
○ 「個室」については、令和元年度と令和４年度を比較すると、4.1％増加している。
○ ユニット化をしている障害者支援施設は、令和４年度において15.3％となっており、令和元年度と比較して

1.9％増加している。

R4 [n=101]
[n=8]

[n=66]
[n=27]

ṕ Ṗ 19.1 19.5 17.2 23.6

※※

9.9
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○ 障害者部会では、障害者支援施設からの地域移行を更に進めるため、「障害者支援施設は地域移行を担う
職員をその施設に配置するなど利用者の地域移行により一層取り組むことのほか、地域生活支援拠点等に配
置されるコーディネーターが、障害者支援施設の担当職員等と地域移行に向けて連携・協力しつつ、利用者
の地域移行のニーズの把握と働きかけの実施、地域移行支援や体験利用へのつなぎなどの地域移行の推進に
向けた役割を担うこと」について、検討する必要があることが指摘された。

○ また、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」では、
施設から地域への移行に向けた更なる取組を進めたうえで、施設入所者の数を５％削減することを基本とし
ている。
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○ 施設から地域への移行を推進するため、

・ 指定障害者支援施設等の指定基準に、すべての施設入所者の地域生活への移行に関する意向について、
適切に意思決定支援を行いつつ確認することを規定するとともに、地域移行に向けた動機付け支援（例え
ば、グループホームの見学や食事利用等）を行った場合の評価について検討してはどうか。

・ 個別支援計画に基づく支援の結果、施設から地域へ移行した者がいる場合、例えば、前年度において６
か月以上地域での生活が継続している者が１名以上いる場合かつ入所定員を１名以上減らした実績に対し
て、新たに加算で評価することを検討してはどうか。

・ 現行の施設入所支援の基本報酬は、20人の利用定員ごとに設定されているが、利用定員の変更をしやす
くするため、基本報酬の利用定員ごとの報酬設定を、10人ごとに設定することを検討してはどうか。（具
体的には、40人以下、41人以上50人以下、51人以上60人以下、61人以上70人以下、71人以上80人以下、
81人以上で設定することを検討） 159

☻ⱦכ◘ ⱶכ♅
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